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紀美野町第１回定例会会議録 

 令和６年２月２７日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 令和６年２月２７日（火）午前９時００分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名 

 第 ２         会期決定の件 

 第 ３         諸般の報告 

 第 ４         仮議長の選任を議長に委任する件 

 第 ５ 議案第  ７号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

             理に関する条例の制定について 

 第 ６ 議案第  ８号 紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条 

             例の一部を改正する条例について 

 第 ７ 議案第 １０号 紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について 

 第 ８ 議案第  ９号 紀美野町児童館条例等の一部を改正する条例について 

 第 ９ 議案第 １３号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 第１０ 議案第 １１号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例 

             について 

 第１１ 議案第 １２号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第 １４号 紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例について 

 第１３ 議案第 １５号 紀美野町給水条例の一部を改正する条例について 

 第１４ 議案第 １６号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

             について 

 第１５ 議案第 １７号 紀美野町道路線の変更について 

 第１６ 議案第 １８号 紀美野町道路線の認定について 

 第１７ 議案第 ２０号 工事請負契約の変更について 

 第１８ 議案第 １９号 工事請負契約の締結について 

 第１９ 議案第 ２１号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 第２０ 議案第 ２２号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 第２１ 議案第 ２３号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 
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 第２２ 議案第 ２４号 教育委員会教育長の任命の同意について 

 第２３ 議案第 ２５号 教育委員会委員の任命の同意について 

 第２４ 議案第 ２６号 令和５年度紀美野町一般会計補正予算（第１１号）について 

 第２５ 議案第 ２７号 令和５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ４号）について 

 第２６ 議案第 ２８号 令和５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

             算（第３号）について 

 第２７ 議案第 ２９号 令和５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

             について 

 第２８ 議案第 ３０号 令和５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補 

             正予算（第３号）について 

 第２９ 議案第 ３１号 令和５年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算（第 

             ４号）について 

 第３０ 議案第 ３２号 令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

             について 

 第３１ 議案第 ３３号 令和６年度紀美野町一般会計予算について 

 第３２ 議案第 ３４号 令和６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 第３３ 議案第 ３５号 令和６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に 

             ついて 

 第３４ 議案第 ３６号 令和６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第３５ 議案第 ３７号 令和６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

 第３６ 議案第 ３８号 令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予 

             算について 

 第３７ 議案第 ３９号 令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算について 

 第３８ 議案第 ４０号 令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計予算について 

 第３９ 議案第 ４１号 令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算について 

 第４０ 発委第  １号 紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第４０まで 
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――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 德 田 拓 嗣 

               ２番 中 原 和 也 

               ３番 桐 山 尚 己 

               ４番 藤 井 基 彰 

               ５番 上 柏 睆 亮 

               ６番 埴 谷 高 夫 

               ７番 七良浴   光 

               ８番 北 道 勝 彦 

               ９番 向井中 洋 二 

              １０番 伊 都 堅 仁 

              １１番 美 濃 良 和 

              １２番 美 野 勝 男 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

            な し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 小 川 裕 康 

            副 町 長 細 峪 康 則 

            教 育 長 東 中 啓 吉 

            消 防 長 家 本   宏 

            総 務 課 長 坂   詳 吾 

            企画管財課長 中 前 貴 康 

            住 民 課 長 東 浦 功 三 

            税 務 課 長 坂   昌 美 
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            保健福祉課長 森 谷 善 彦 

            産 業 課 長 吉 見 將 人 

            建 設 課 長 米 田 和 弘 

            教 育 次 長 曲 里 充 司 

            会 計 管 理 者 太 田 具 文 

            水 道 課 長 長 生 正 信 

            まちづくり課長 湯 上 増 巳 

            美 里 支 所 長（湯  上  増  巳） 

            代表監査委員 菊 本 邦 夫 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な  し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 井戸向 朋 紀 

            事 務 局 書 記 西 本 貴 哉  



－５－ 

 開 会 

○議長（美野勝男）    皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、令和６年第１回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（美野勝男）    これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（美野勝男）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、４番、藤井基彰

議員、５番、上柏睆亮議員を指名します。 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（美野勝男）    日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から調査結果を報告願います。 

  伊都堅仁委員長。 

（議会運営委員長 伊都堅仁 登壇） 

○議会運営委員長（伊都堅仁）    去る２月２１日、議会運営委員会を開催しました

ので、その結果について報告いたします。 

  会期は、本日から３月２１日までの２４日間と決定しました。 

  会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程表のとおりであります。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 伊都堅仁 降壇） 

○議長（美野勝男）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から３月２１日までの２４日間とし

たいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は本日から３月２１日までの２４日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告 
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○議長（美野勝男）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告書が提出されています。お手元に配付

のとおりであります。御了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

  小川町長。 

（町長 小川裕康 登壇） 

○町長（小川裕康）    皆さん、おはようございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後

の行政報告を申し上げます。 

  本日、令和６年第１回紀美野町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位をは

じめ、関係者の皆様方には何かと御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。厚く御礼申し上げます。 

  まず初めに、消防職員に対する懲戒処分について御報告申し上げます。 

  同職員は公休日である令和５年６月２９日に岡山県倉敷市で車を運転中、渋滞のため

停車した前方の車に気がつかず追突し、加療６日間の傷害を負わせる交通事故を起こし

ました。 

  しかるに、同職員は直ちに車を止めて相手の方の救護をするなどの必要な措置を講じ

ず、現場から立ち去ったものであります。その後、過失運転致傷、道路交通法違反被疑

事件として起訴され、令和５年１２月６日に和歌山簡易裁判所より略式命令が言い渡さ

れ、事件の処分が確定しました。罪名は過失運転致傷、道路交通法違反で罰金５０万円

でありました。 

  これを受け、任命権者である消防長から職員懲戒審査委員会に諮問があり、同委員会

で審議の結果、停職６か月の懲戒処分が妥当である旨の答申が２月２２日付でなされま

した。 

  昨日の２６日付で消防長から同職員に対し、停職６か月の懲戒処分が言い渡され、管

理監督する立場である消防次長にも厳重注意がなされました。また、消防長に対しては、

私からの厳重注意といたしました。 

  人の生命・財産を守る消防職員であり、さらに管理職でありながら、多くの人の信頼

を裏切った責任は大変重いものであると考えております。このたびの消防職員が起こし



－７－ 

た事案について、議員の皆様をはじめ、町民の皆様の信頼を損ねましたことに対して衷

心より深くおわび申し上げます。 

  今後、公務員倫理の確立、法令遵守の徹底など、職員の綱紀粛正に努め、町民の皆様

の信頼回復に向けて取り組んでまいる所存でございます。このたびは誠に申し訳ござい

ませんでした。 

  次に、元日に発生した能登半島地震への災害支援についてでありますが、その後も支

援を続けております。新たに、住家被害認定業務、避難所運営業務、そして罹災証明発

行業務に職員を派遣し、これまで合計で１８名の職員を派遣してまいりました。今後も、

積極的に支援を続けてまいる所存であります。 

  次に、去る２月１１日に第２３回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会が開催さ

れました。紀美野町チームの緑色のたすきをかけた小学生、中学生の選手１０人が元気

に走り切りました。私たちも選手の皆さんに大きな声援と拍手を送ってまいりました。

今年は２９の市町が参加した中で１８位と、大いに健闘をしてくれました。監督・コー

チはじめ、関係者の皆様に心から御礼を申し上げたいと思います。 

  さて、令和７年４月に統合される紀美野中学校開校に向けて、新年度は大変大事な年

であります。統合準備委員会の皆様方には様々な課題解決に向けて、大変熱心に協議を

重ねていただき、順調に進んでいるところであります。新年度予算に各種の関係予算を

計上させていただいております。 

  また、継続事業で進めております大事業であります消防庁舎建設事業及び下佐々浄水

場施設更新事業は、令和６年度で完成予定であります。また、これも継続事業である町

道釜滝柴目線整備事業並びに令和５年度から取り組んでおります給食調理場建設事業及

びスポーツ公園リニューアル事業の工事費などを盛り込んだことで、新年度の一般会計

予算は、対前年度比２７.８％増の１０３億５,８２０万円と大変積極的な予算となって

おります。 

  また、海南高校大成校舎に令和６年度に女子野球チームが誕生するという大変うれし

いニュースがあります。大成校舎の大きな特色になることと思います。町としても応援

してまいりたいと考えております。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第７号から議案第４１号までの３５件

であります。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定に関する案件、条例の一部を改正する案件が９件、紀美野町道路線の変更及び
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認定に関する案件、工事請負契約の締結及び変更に関する案件、固定資産評価審査委員

会委員の選任の同意に関する案件が３件、教育委員会教育長の任命の同意に関する案件、

教育委員会委員の任命の同意に関する案件、令和５年度一般会計及び特別会計等の補正

予算に関する案件が７件、令和６年度一般会計及び特別会計予算等に関する案件が９件

であります。 

  令和６年度一般会計予算につきましては、先ほど申し上げた大きな事業以外の主な事

業を少し説明させていただきます。 

  初めに、子育て支援についてであります。 

  新しい課である子育て推進課がこれまで取り組んできた各種の事業を進めてまいりま

すが、新規事業として、これまでに妊産婦へ支給してきたタクシー券を妊産婦アクセス

支援事業として内容を拡充し、補助金として支援していくように変更します。また、生

後６か月児から２歳児をこども園で預けられるようにします。 

  ただいま御説明申し上げた事業以外にも子育て支援に資する事業を引き続き進めてま

いります。 

  次に、新規事業として帯状疱疹予防接種費用の一部を助成する費用を計上させていた

だいております。また、道の駅については、これまで進めてきた検討委員会より、基本

構想となるところの答申をいただきましたので、整備手法など民間事業者の意見を参考

にしながら基本計画を策定する費用を計上しております。 

  また、昨年開校した移住とともに農村におけるなりわいの創業・起業などを考えてい

る方々が、先輩事業者などから学ぶ機会となる、きみの地域づくり学校の運営に係る予

算や、昨年度から取り組んでおります林業の担い手を育成し、紀美野町の森林を守って

いくための自伐型林業普及推進支援事業に係る予算も引き続き計上させていただいてお

ります。 

  また、高齢者等外出支援タクシー・バス助成についてでありますが、これまで対象者

１人当たり年額１万２,０００円であったものを、１人当たり年額１万８,０００円に拡

充してまいります。 

  次に、令和６年度から農業集落排水事業及び東部簡易水道事業において、地方公営企

業法の規定を適用することに伴い、農業集落排水事業会計予算及び東部簡易水道事業会

計予算として計上をさせていただいております。 

  この後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案のとお
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り御可決、御同意いただきますようお願い申し上げまして、御挨拶並びに行政報告とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

（町長 小川裕康 降壇） 

○議長（美野勝男）    次に、一般質問の通告書は明日２８日、午後２時までに提出

願います。 

  今定例会より、本会議中に事務局において写真撮影を行うことについて許可します。

議員各位、執行部の皆様、傍聴者におかれましては、御了承願います。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 仮議長の選任を議長に委任する件 

○議長（美野勝男）    日程第４、仮議長の選任を議長に委任する件を議題とします。 

  お諮りします。 

  地方自治法第１０６条第３項の規定により、この会期中における仮議長の選任を議長

に委任願いたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    異議なしと認めます。 

  したがって、この会期中における仮議長の選任を議長に委任することに決定しました。 

  この会期中における仮議長に、９番、向井中洋二議員を指名します。 

◎日程第５ 議案第７号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

            に関する条例の制定について 

◎日程第６ 議案第８号 紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男）    日程第５、議案第７号、地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について及び日程第６、議案第８号、紀

美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  坂総務課長。 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    皆さん、おはようございます。 
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  それでは、議案書の１ページをお開きください。 

  議案第７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について。 

  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のと

おり制定したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございますが、地方自治法の改正により、会計年度任用職員に対する勤勉

手当の支給が可能となることによる関係条例の整理及び監査委員条例の整理を行うもの

でございます。 

  ２ページをお開きください。 

  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

  第１条は、紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 

  第７条第２項では、育児休業をしている職員の期末手当等の支給について、会計年度

任用職員についても勤勉手当を支給するという改正でございます。 

  ３ページから５ページをお開きください。 

  第２条は、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正で

ございます。 

  第３条では、会計年度任用職員の給与について勤勉手当を追加するという改正でござ

います。 

  第１３条及び第１３条の２では、フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手

当については、職員給与条例の規定に準ずることを規定する改正でございます。 

  第２２条及び第２２条の２では、パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉

手当については、職員給与条例の規定に準ずることを規定する改正と、勤勉手当の読替

え規定を追加する改正でございます。 

  ６ページをお開きください。 

  第３条は、紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正でござ

います。 

  第３条では、会計年度任用企業職員の給与について勤勉手当を追加するという改正で

ございます。 

  ７ページをお開きください。 
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  第４条は、紀美野町監査委員条例の一部改正でございます。 

  第４条については、監査委員が町長から求められた賠償責任の有無及び賠償額の決定

の条項について、地方自治法が令和６年４月１日に改正されることによる条ずれによる

改正でございます。 

  附則といたしまして、この条例は、令和６年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の８ページをお開きください。 

  議案第８号、紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のとおり改

正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律の公布に伴い、紀美野町個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の改正を行うものでございます。 

  次の９ページから１０ページを御覧ください。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

でございます。 

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  なお、改正部分は、次の表中下線の部分でございます。 

  第２条の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の改正により、法別表第２が削除されることに伴い、情報連携を行う事務及び

特定個人情報のことを、それぞれ特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報という用

語で表記するよう改正されたため、当条例においても、新たに特定個人番号利用事務及

び利用特定個人情報の定義づけを行う改正でございます。 

  第４条の改正は、法改正により、法別表第２を引用している条文の文言について、特

定個人番号利用事務及び利用特定個人情報を使用した文言に修正するための改正でござ

います。 
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  附則としまして、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第８号、紀美野町個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきます。 

  御審議の上、原案どおり御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

（総務課長 坂 詳吾 降壇） 

◎日程第７ 議案第１０号、紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について 

◎日程第８ 議案第 ９号 紀美野町児童館条例等の一部を改正する条例について 

◎日程第９ 議案第１３号 紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男）    日程第７、議案第１０号、紀美野町スポーツ公園条例の一部

を改正する条例についてから日程第９、議案第１３号、紀美野町介護保険条例の一部を

改正する条例についてまで、３議案を一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    それでは、議案書の１７ページをお開きください。 

  議案第１０号、紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町スポーツ公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございます。 

  紀美野町スポーツ公園について、指定管理に係る規定を整備するため、紀美野町スポ

ーツ公園条例の改正を行うものです。 

  公の施設の管理に民間事業者の手法を活用することにより、住民サービスの向上や行

政コストの縮減、多様化する住民ニーズの効果的・効率的に対応するため民間事業者の

有するノウハウを活用するため、指定管理に係る規定を整備するものでございます。 

  議案書の１８ページをお開きください。 

  紀美野町スポーツ公園条例の一部を次のように改正する。 

  なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

  第１８条第１項では、指定管理者に行わせることができる業務を定めております。 
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  第２項では、指定管理者に業務を行わせる場合の読替え規定となっております。 

  第３項では、指定管理者が教育委員会の承認を得て、休園日及び利用時間を定めるこ

とができる規定です。 

  第１９条第１項では、利用料金を指定管理者の収入として収受する規定です。 

  第２項では、スポーツ公園の利用者は、指定管理者に利用料金を支払う規定となりま

す。 

  第３項では、利用料金の額は、別表第１、別表第２の額の範囲内で町長の承認を得て

定める規定となっております。 

  第４項では、特別の理由があるときは利用料金を減額、免除、還付をすることができ

る規定となっております。 

  附則です。この条例は、令和６年４月１日から施行するものです。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１０号、紀美野町スポーツ公園条例の一部を改

正する条例の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１１ページをお開きください。 

  議案第９号、紀美野町児童館条例等の一部を改正する条例について。 

  紀美野町児童館条例等の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございます。 

  子育て推進課の設置に伴い、紀美野町児童館条例、紀美野町総合福祉センター条例、

紀美野町立学童保育所条例の改正を行うものであります。 

  そのうち、教育委員会の部分について説明させていただきます。 

  議案書の１２ページからになります。 

  第１条は、紀美野町児童館条例の改正となります。 

  第１条、紀美野町児童館条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の

表中下線の部分である。 

  児童館の管理運営につきまして、教育委員会から町長部局の子育て推進課へ所管替え

となるものです。そのため、教育委員会を町長に改めるものでございます。 

  続きまして、議案書の１５ページからになります。 

  第３条は、紀美野町立学童保育所条例の改正となります。 



－１４－ 

  第３条、紀美野町立学童保育所条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は

次の表中下線の部分である。 

  こちらも管理につきまして、教育委員会から町長部局の子育て推進課へ所管替えとな

ります。そのため、教育委員会を町長に改めるものでございます。 

  附則です。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  以上、簡単ではございますが、教育委員会の関係する部分の説明とさせていただきま

す。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 

○議長（美野勝男）    森谷保健福祉課長 

（保健福祉課長 森谷善彦 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦）    それでは、議案書の１３ページをお願いします。 

  保健福祉課からは、紀美野町児童館条例等の一部を改正する条例の第２条、紀美野町

総合福祉センター条例の一部改正について説明させていただきます。 

  機構改革により新たに設置する子育て推進課の事務所設置場所を現在の総合福祉セン

ター２階のボランティア兼会議室とすることから、紀美野町総合福祉センター条例の改

正を行うものでございます。 

  改正内容です。 

  第６条の施設のうち、現行の第４号、ボランティア兼会議室を削り、５号から第７号

までを１号ずつ繰り上げるものです。 

  また、１４ページの施設の利用対象者について記載している別表第１及び利用料につ

いて記載している別表第２の表中のボランティア兼会議室の項を削ります。 

  附則です。この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

  以上、簡単ですが、議案第９号、第２条の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第１３号、紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について説

明させていただきます。 

  議案書の３５ページを御覧ください。 

  議案第１３号、紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 
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  提案理由です。 

  令和６年度から令和８年度までの３か年計画であります第９期介護保険事業計画にお

いて、介護保険運営の安定を図るため、介護保険料率の変更及び介護保険施行令の改正

に準じた保険料段階区分に変更を行うため、紀美野町介護保険条例の改正を行うもので

ございます。 

  ３６ページを御覧ください。 

  紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町介護保険条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中、

下線の部分でございます。 

  第４条第１項の保険料率の期間につきまして、現行の令和３年度から５年度までを、

第９期の介護保険計画となります令和６年度から令和８年度までに改めるものでござい

ます。 

  介護保険料については、合計所得金額等により、段階を設定して保険料を設定してお

りますが、介護保険法施行令第３９条により、本町では国の標準段階９段階に対して１

１段階の保険料段階を設定し、弾力的に変更して運営してまいりました。しかし、介護

保険法施行令の改正により国の標準段階が９段階から１３段階に細分化されましたので、

本町においても、介護保険法施行令第３８条により、国の保険料段階区分を国に準じて

変更することから、介護保険法施行令の適用条項を３９条から第３８条に変更しており

ます。 

  なお、各段階区分の保険料については、本日追加で提出させていただいた議案第１３

号、紀美野町介護保険条例の一部を改正する条例に係る説明資料を参考にしていただき

ますよう、よろしくお願いします。 

  保険料の基準となる第５段階の基準額は、令和６年度から令和８年度までの保険料は、

令和３年度から令和５年度までと同じ月額７,０２０円で、年額８万４,２４０円と変更

ありませんが、所得段階や保険料率を国に準じて変更しております。 

  第１号の第１段階の方は、保険料を４万２,１２０円から３万８,３２９円、第２号の

第２段階の方は保険料を６万３,１８０円から５万７,７０４円に、第３号の第３段階の

方は、保険料を６万３,１８０円から５万８,１２５円に変更します。 

  議案書の３８ページ、第９号の第９段階については、現行の所得金額が４００万円未

満から国の基準となる４２０万円未満に変更、第１０号の第１０段階については、現行
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の所得金額は６００万円未満を５２０万円未満とし、保険料を１５万１,６３２円から

１６万５６円に、３９ページの１１号の１１段階については、現行の合計所得金額が６

００万円以上を６２０万円未満の方とし、保険料を１６万５６円から１７万６,９０４

円に変更するものです。 

  次に、１２号及び１３号は新たに追加するもので、第１２号の１２段階については合

計所得金額が７２０万円未満の方とし、保険料を１９万３,７５２円に、第１３号の第

１３段階については、合計所得金額が７２０万円以上の方とし、保険料を２０万２,１

７６円とするものです。 

  続いて、第２項から第４項は、第１段階から第３段階の低所得の保険料の軽減を行う

もので、令和６年度から令和８年度までの介護保険料は第１項第１号の第１段階の方に

ついては２万４,００８円に、第１項第２号の第２段階の方については４万８５６円に、

第１項第３号の第３段階の方については５万７,７０４円に変更するものでございます。 

  ４０ページにかけての第３条第３項は、基準所得金額で本来区分されるべき段階より

も下位の介護保険料の段階に適用されることにより、生活保護の措置が必要な状態であ

る方が生活保護の適用を受けずに済むように講じるもので、国に準じ、１３段階に変更

することに伴い、第１０号ロ、第１１号ロまたは第１２号ロを追加するものでございま

す。 

  附則です。この条例は令和６年４月１日から施行します。経過措置として、改正後の

紀美野町介護保険条例の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料について適用し、令

和５年度分までの保険料については、なお従前の例によるものといたします。 

  以上、簡単ですが、議案第１３号の説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 森谷善彦 降壇） 

◎日程第１０ 議案第１１号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（美野勝男）    日程第１０、議案第１１号、紀美野町ひとり親家庭医療費助

成条例の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を求めます。 

  東浦住民課長。 

（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    それでは、議案第１１号について説明をさせていただき



－１７－ 

ます。 

  議案書の２１ページを御覧ください。 

  議案第１１号、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、

紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の改正を行うものでございます。 

  ２２ページを御覧ください。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分

は、次の表中下線の部分である。 

  第２条第３号では、配偶者のない男子又は女子の定義を規定する条文でございます。

条文中、児童福祉法の条項を引用する条文の中で、第６条の４第１項としていたものを、

第１項を削り、第６条の４としたもので、もともと児童福祉法第６条の４は１項しかご

ざいませんので、書きぶりを修正するものでございます。 

  ２３ページをお願いいたします。 

  同法、キ中、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１０条第１

項の規定による保護命令とございますが、当該法律が改正され、これまで保護命令とし

て接近禁止命令と退去命令が第１０条第１項に規定されておりましたが、改正後は第１

０条第１項では、接近禁止命令等、また第１０条の２が新設され、退去等命令に関する

規定がそれぞれ定められましたので、第１０条第１項又は第１０条の２の規定による命

令と改正をするものでございます。 

  なお、この条例改正において、現在のひとり親家庭医療費助成受給者の受給資格に影

響はございません。 

  附則といたしまして、この条例は、改正法の施行日に合わせ、令和６年４月１日から

施行するものでございます。 

  以上、議案第１１号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

（住民課長 東浦功三 降壇） 

◎日程第１１ 第１２号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
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○議長（美野勝男）    日程第１１、議案第１２号、紀美野町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 

  坂税務課長。 

（税務課長 坂 昌美 登壇） 

○税務課長（坂 昌美）    それでは、議案第１２号について御説明をさせていただ

きます。 

  議案書の２４ページをお開きください。 

  議案第１２号、紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございますが、国民健康保険事業の安定化のため、紀美野町国民健康保険

税条例の改正を行うものでございます。 

  国民健康保険は、平成３０年度から県が国保の財政運営の主体となり、毎年事業費納

付金と標準保険税率が県から示されることとなり、それらを基に、本町の税率も改正し

ております。 

  令和６年度の国民健康保険税率でございますが、納付金が下がっているということも

あり、被保険者の負担を考慮し、資産割を下げ、均等割と平等割で引上げさせていただ

く改正となっております。 

  それでは、次に２５ページを御覧ください。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の

表中、下線の部分である。 

  それでは、条文に沿って御説明申し上げます。 

  第４条につきましては、医療費分の資産割を１００分の１５から１００分の１０に引

き下げる改正でございます。 

  次に、第７条につきましては、支援金分の資産割を１００分の３から１００分の２に

引き下げる改正でございます。 

  次の第７条の２は、支援金分の均等割を８,０００円から８,７００円に引き上げる改
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正でございます。 

  次に、第７条の３につきましては、支援金分の平等割について、第１号は特定世帯及

び特定継続世帯以外の世帯について６,２００円から６,７００円に、第２号の特定世帯

は３,１００円から３,３５０円に、特定継続世帯は４,６５０円から５,０２５円に、そ

れぞれ引き上げる改正でございます。 

  次に、第９条につきましては、介護分の資産割を１００分の３から１００分の２に引

き下げる改正でございます。 

  次に、第９条の２につきましては、介護分の均等割を８,４００円から９,１００円に

引き上げる改正です。 

  次に、第９条の３につきましては、介護分の平等割を５,５００円から５,８００円に

引き上げる改正でございます。 

  次に、２６ページ下段の第２３条につきましては、第５条から第９条の３の改正に伴

い、減額について同様に改正するものでございます。 

  ２７ページ中段の第２３条第１項第１号は７割軽減額について、２８ページ下段から

の第２号は５割軽減額について、２９ページ下段からの第３号は２割軽減額をそれぞれ

引き上げる改正でございます。 

  次に、３０ページ下段からの第２３条第２項につきましては、未就学児均等割の減額

分を規定したものでございまして、第２号は後期分の均等割について、第２号中アは７

割軽減を、イは５割軽減額を、ウは２割軽減額を、エは軽減なしの軽減額をそれぞれ引

き上げる改正でございます。 

  次に、３１ページ下段からの第２３条第３項は、妊産婦の産前産後期間に係る保険税

の軽減額を規定したもので、３２ページ中段の第４号は、後期支援分の均等割について、

次の３３ページの第６号は、介護分の均等割の規定で、７割軽減、５割軽減、２割軽減、

軽減なしのそれぞれの場合での軽減額を引き上げる改正となっております。 

  最後に、３３ページ下段の附則といたしまして、本条例は令和６年４月１日から施行

しようとするものでございますが、改正後の紀美野町国民健康保険税条例の規定は、令

和６年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例によるものでございます。 

  以上、議案第１２号の説明とさせていただきます。何とぞ御審議の上、御可決賜りま

すようよろしくお願いいたします。 
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（税務課長 坂 昌美 降壇） 

◎日程第１２ 議案第１４号 紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男）    日程第１２、議案第１４号、紀美野町営住宅条例の一部を改

正する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 

  中前企画管財課長。 

（企画管財課長 中前貴康 登壇） 

○企画管財課長（中前貴康）    皆さんおはようございます。 

  私のほうからは、議案第１４号の説明をさせていただきます。 

  議案書の４１ページをお開きください。 

  議案第１４号、紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町営住宅条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございます。 

  吉見橋東詰付近の町営住宅下佐々第３団地の解体撤去に伴い、紀美野町営住宅条例の

一部を改正するものであります。 

  ４２ページを御覧ください。 

  紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町営住宅条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中太線

の部分でありまして、別表を改めるものでございます。 

  内容につきましては、令和５年度において、老朽化が激しい下佐々第３団地を解体撤

去しましたので、下佐々第３団地の部分を削除するものでございます。 

  附則としまして、この条例は、令和６年４月１日から施行するとしてございます。 

  以上、簡単ではございますが、紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例についての

説明とさせていただきます。 

  御審議の上、原案どおり御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

（企画管財課長 中前貴康 降壇） 

◎日程第１３ 議案第１５号 紀美野町給水条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男）    日程第１３、議案第１５号、紀美野町給水条例の一部を改正
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する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 

  長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    それでは、議案書４４ページを御覧ください。 

  議案第１５号、紀美野町給水条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町給水条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございますが、現在、国では生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、

水道整備・管理行政について厚生労働省から国土交通省に移管を進めており、水道法に

おいて、関係省庁等の名称改正が行われたため、紀美野町給水条例の一部を改正するも

のでございます。 

  ４５ページを御覧ください。 

  紀美野町給水条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町給水条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の

部分である。 

  今回の条例改正は、条例の内容について変更はございません。水道行政を所管する厚

生労働省が国土交通省に移管されたことにより、省令もそのまま移管先に引き継ぐこと

により、紀美野町給水条例の各条項の厚生労働省令を国土交通省令に改めるものでござ

います。 

  附則といたしまして、この条例は、令和６年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１５号の説明とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１６号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（美野勝男）    日程第１４、議案第１６号、紀美野町消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 



－２２－ 

  家本消防長。 

（消防長 家本 宏 登壇） 

○消防長（家本 宏）    それでは、議案説明をさせていただく前に、一言おわびを

申し上げます。 

  このたび、消防本部職員の不祥事によりまして、多くの方々の信頼を著しく失墜させ

る事態となりました。心から深くおわびを申し上げます。 

  今後は、二度とこのようなことが起こらないよう、法令遵守と服務規律のさらなる徹

底に努め、再発防止と信頼の回復に向けまして職員一丸となって、全力で取り組んでま

いりたいと考えております。 

  多大なる御迷惑をおかけして、本当に申し訳ございませんでした。 

  それでは、議案書の説明をさせていただきます。 

  議案書の４７ページを御覧いただきたいと思います。 

  議案第１６号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものである。 

  ４８ページをお開き願いたいと思います。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分

は、次の表中下線の部分である。 

  今回の改正でございますが、消防団員等に係る損害補償につきましては、非常勤消防

団員等に係る損害補償の基準を定める政令に定める基準に従いまして、市町村の条例で

定めておりますが、最近の社会経済情勢に鑑みて、補償基礎額の引き上げを行うべく、

基準政令の一部が改正されることに伴って、所要の改正を行うものでございます。 

  なお、附則として、この条例は令和６年４月１日から施行することとされ、必要な経

過措置が設けられてございます。 

  何とぞ御審議の上、原案どおり御可決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 
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（消防長 家本 宏 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１７号 紀美野町道路線の変更について 

◎日程第１６ 議案第１８号 紀美野町道路線の認定について 

◎日程第１７ 議案第２０号 工事請負契約の変更について 

○議長（美野勝男）    日程第１５号、議案第１７号、紀美野町道路線の変更につい

てから日程第１７、議案第２０号、工事請負契約の変更についてまで、３議案を一括議

題とします。 

  説明を求めます。 

  米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、議案書の５１ページを御覧ください。また、

議案第１７号に係る議案参考資料の１から２ページも併せて御覧いただきますようお願

い申し上げます。 

  議案第１７号、紀美野町道路線の変更について。 

  道路法第１０条第２項の規定により、紀美野町道路線を下記のとおり変更したいので、

同法同条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  道路線の変更については、２路線ございます。 

  １路線目は、路線名は渡瀬線です。現状の幅員、延長につきましては、幅員が１.０

メートルから５.４メートル、延長が５４５.５メートル。 

  起点、終点につきましては、起点が大角２７４番地先、終点が大角４３０番地先でご

ざいます。 

  変更後につきましては、幅員が４.０メートルから５.４メートル、延長が２６２.６

メートル。起点につきましては、大角３９２番地先、終点が大角４１５番３地先でござ

います。 

  次に、２路線目です。路線名は上の川吉井原線です。現状の幅員、延長につきまして

は、幅員が１.６メートルから６.７メートル、延長が１,２８３.６メートル。起点、終

点につきましては、起点が東野４８番１地先、終点が井堰３２４番１地先でございます。 

  変更後につきましては、幅員が１.６メートルから６.７メートル、延長が１,０４５.

９メートル。起点につきましては、東野４８番１地先、終点が井堰４４９番地先でござ
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います。 

  提案理由につきましては、令和５年６月２日の豪雨災害により渡瀬線につきましては、

渡瀬橋が、上の川吉井原線につきましては、吉井原橋が流失したことから、それぞれの

道路線が分断したため、地元地区と協議を行う中で、現在は迂回路等も整備されている

状況から、流失した橋梁部分などを廃止することに伴い、同路線の区域の変更をお願い

するものでございます。 

  続きまして、５２ページをお願いいたします。また、議案第１８号に係る議案参考資

料の３ページも併せて御覧ください。 

  議案第１８号、紀美野町道路線の認定について。 

  道路法第８条第１項の規定により、紀美野町道路線を下記のとおり認定したいので、

同法同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  路線名は、上の川吉井原２号線でございます。 

  幅員及び延長です。幅員は２.０メートルから４.０メートル、延長は１５７.８メー

トルとなります。 

  起点につきましては、井堰３２４番１地先、終点が井堰４０８番２地先となります。 

  これにつきましても、道路線の変更と同様に、井堰地区の上の川吉井原線の吉井原橋

が流失したことから、橋梁部分等を廃止することに伴い、現在の上の川吉井原線が分断

されることから、右岸側を新たに上の川吉井原２号線として認定しようとするものでご

ざいます。 

  以上、簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。御審議の上、原案どお

り認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案書の５４ページを御覧ください。また、議案参考資料の６ページ、

７ページを併せて御覧いただきますようお願いいたします。 

  議案第２０号、工事請負契約の変更について。 

  令和５年度町道釜滝柴目線道路改良工事について、次のとおり工事請負契約を変更し

たいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  変更前の契約金額８,９４９万８,２００円を８,１３７万８,０００円に、８１２万２
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００円の減額変更をお願いするものでございます。 

  この工事は、令和２年度から工事に着手してございます町道釜滝柴目線道路改良工事

のうち、柴目地内において道路改良工事を実施するもので、令和５年６月に契約し、進

めてまいりました。 

  主な変更の理由につきましては、道路構造物の補強土壁の基礎地盤について、セメン

ト系固化材を混合し強化する安定処理工を計画し、試験掘削を行ったところ、見込んで

いた地盤より浅い位置で支持層が確認できたため、地盤改良工法に変更が生じたことに

よるものでございます。 

  議案参考資料の７ページの平面図を御覧いただきますようにお願いします。 

  当初計画では、現況地盤より平均約８メートルの深さまで補強土壁工の基礎部の地盤

改良が必要とのことから、スラリー噴射方式に係る専用重機を使った中層混合処理改良

工法で計画しておりました。しかし、施工時調査において、支持層の試験掘削を行った

ところ、現況地盤より平均２メートル程度の浅い位置に本構造物の負荷に耐え得る支持

層が確認できたため、一般的な土木工事で使用するバックホウを使用した浅層混合処理

改良工法に変更したことによるもので、これにより、合計８１２万２００円の減額の変

更契約をお願いするものでございます。 

  なお、変更の内訳につきましては、道路土工に係るものとして約９０万円の増額、地

盤改良工に係るものとして約８５０万円の減額、擁壁工に係るもので約１１７万円の増

額、ブロック積み工に係るもので約１８万円の増額、排水構造物工に係るもので約１９

万円の減額、構造物取壊工に係るものとして約６０万円の減額、仮設工に係るものとし

て約１４６万円の減額、舗装工に係るもので約３８万円の増額、差引きで合計８１２万

２００円の減額の変更契約とお願いするものでございます。 

  以上、議案第２０号、工事請負契約の変更についての説明とさせていただきます。ど

うかよろしくお願いいたします。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

◎日程第１８ 議案第１９号 工事請負契約の締結について 

○議長（美野勝男）    日程第１８、議案第１９号、工事請負契約の締結について議

題とします。 

  説明を求めます。 

  中前企画管財課長。 
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（企画管財課長 中前貴康 登壇） 

○企画管財課長（中前貴康）    それでは、私から議案第１９号について説明させて

いただきます。 

  議案書の５３ページをお開きください。併せて、議案参考資料の４ページ、５ページ

も御覧ください。 

  議案第１９号、工事請負契約の締結について。 

  次のとおり工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  契約の内容でございます。 

  契約の目的は、旧長谷小学校解体撤去工事でございます。 

  契約方法につきましては、指名競争入札でございます。 

  契約金額は４,１１４万円でございます。 

  契約の相手方は、和歌山県有田郡湯浅町湯浅２５１２、株式会社中井組代表取締役中

井崇義でございます。 

  この工事につきましては、老朽化が激しい長谷宮地内にある旧長谷小学校の解体撤去

工事を実施するものでございます。 

  詳細につきましては、議案参考資料の４ページ、５ページのとおりでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１９号の説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

（企画管財課長 中前貴康 降壇） 

◎日程第１９ 議案第２１号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

◎日程第２０ 議案第２２号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

◎日程第２１ 議案第２３号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

◎日程第２２ 議案第２４号 教育委員会教育長の任命の同意について 

◎日程第２３ 議案第２５号 教育委員会委員の任命の同意について 

○議長（美野勝男）    日程第１９、議案第２１号、固定資産評価審査委員会委員の

選任の同意についてから日程第２３、議案第２５号、教育委員会委員の任命の同意につ

いてまで、５議案を一括議題とします。 

  説明を求めます。 
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  小川町長。 

（町長 小川裕康 登壇） 

○町長（小川裕康）    それでは、議案書の５５ページをお開きください。また、お

配りしております議案参考資料の８ページからも併せて御覧いただければと思います。 

  それでは、議案第２１号、固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について。 

  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は、若林 豊。生年月日は昭和２２年２月８日。住所は紀美野町下佐々４６８番

地でございます。 

  提案理由でございますが、令和６年３月３１日をもって任期満了となり、委員の選任

をするために提案するものでございます。 

  続きまして、議案書の５６ページをお願いいたします。 

  議案第２２号、これにつきましても固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

てでございます。 

  省略させていただきまして、氏名は岩本介伸。生年月日は昭和２５年１２月２５日。

住所は紀美野町北野８１番地。 

  提案理由につきましては、同じく令和６年３月３１日をもって任期満了となるため、

提案するものでございます。 

  引き続いて、議案書の５７ページをお願いいたします。 

  議案第２３号、これにつきましても固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

てでございます。 

  氏名は岩橋秀哲。生年月日は昭和２８年１１月１５日。住所は紀美野町長谷６６０番

地。 

  提案につきましては、同じく令和６年３月３１日をもって任期満了となるため、提案

するものでございます。 

  続きまして、５８ページをお願いいたします。 

  議案第２４号、教育委員会教育長の任命の同意についてでございます。 

  下記の者を教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は東中啓吉。生年月日は昭和２９年９月１１日。住所は紀美野町毛原下３０番地
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でございます。 

  提案につきましては、令和６年３月１７日をもって任期が満了するため、引き続き教

育長の任命について提案させていただくものでございます。 

  続きまして、５９ページをお願いいたします。 

  議案第２５号、教育委員会委員の任命の同意について。 

  下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は伊南和真。生年月日は昭和６１年１２月１１日。住所は紀美野町神野市場５０

番地１であります。 

  提案理由でありますが、前教育委員の松本守信氏が令和６年３月２４日をもって任期

が満了となるため、同じく保護者より選出の教育委員会委員を新たに任命いたしたく、

議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、どうかよろしくお願いいたします。 

（町長 小川裕康 降壇） 

◎日程第２４ 議案第２６号 令和５年度紀美野町一般会計補正予算（第１１号）につい 

              て 

○議長（美野勝男）    日程第２４、議案第２６号、令和５年度紀美野町一般会計補

正予算（第１１号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  坂総務課長。 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    それでは、議案書の６１ページをお開きください。 

  議案第２６号、令和５年度紀美野町一般会計補正予算（第１１号）。 

  令和５年度紀美野町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億９,５６３万１,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億７,２０９万２,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費の補正） 
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  第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書に沿って説明させていただきます。 

  お配りしてございます予算説明資料も併せて御覧いただきたいと思います。 

  それでは、予算に関する説明書の３ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １１款地方交付税、１項１目地方交付税７,０００万円の増額補正で１２月交付分で

の令和５年６月の豪雨災害に係る特別交付税の増額でございます。 

  １３款分担金及び負担金、１項３目災害復旧費分担金４３万３,０００円の増額補正

で、農地災害復旧事業分担金でございます。 

  １５款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金４４万円の減額補正で、国民健康保険

基盤安定負担金及び未就学児均等割減額負担金の額の確定によるものでございます。 

  ３目災害復旧費国庫負担金１,５１９万６,０００円の減額補正で、公共土木施設災害

復旧費負担金で、主に道路橋梁災害復旧事業の見込額に伴う減額でございます。 

  ２項１目総務費国庫補助金３４９万１,０００円の増額補正で、ハザードマップ作成

事業に充当する社会資本整備総合交付金１２０万３,０００円と、戸籍システム等の電

算システム改修に充当する社会保障・税番号制度システム整備費補助金２２８万８,０

００円をそれぞれ計上してございます。 

  ２目民生費国庫補助金１２０万円の減額補正で、子育て世帯訪問支援事業の見込額の

減に伴う子育て支援対策臨時特例交付金の減額でございます。 

  ３目衛生費国庫補助金６１２万４,０００円の減額補正で、住宅市街地総合整備事業

補助金の額の確定に伴う減額と合併処理浄化槽設置補助金の額の確定見込みによる循環

型社会形成推進交付金の減額でございます。 

  ４目土木費国庫補助金１,４４４万７,０００円の減額補正で、道路メンテナンス事業

補助金の額の確定によるものと社会資本整備総合交付金の額の変更によるものでござい

ます。 

  ４ページをお開きください。 

  １６款県支出金、１項１目民生費県負担金９３万４,０００円の減額補正で、国民健
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康保険基盤安定負担金及び未就学児均等割減額負担金の額の確定によるものでございま

す。 

  ３目農林水産業費県負担金６,８９４万６,０００円の増額補正で、地籍調査事業負担

金でございます。 

  ２項１目総務費県補助金１８７万１,０００円の増額補正で、住宅耐震化促進事業費

補助金で１３３万２,０００円の減額とハザードマップ作成事業に充当するわかやま防

災力パワーアップ補助金で３２０万３,０００円を計上してございます。 

  ２目民生費県補助金６０万円の減額補正で、子育て世帯訪問支援事業の見込額の減に

伴う子育て支援対策臨時特例交付金の減額でございます。 

  ３目衛生費県補助金２５９万８,０００円の減額補正で、合併処理浄化槽設置補助金

の額の確定見込みによるものでございます。 

  ４目農林水産業費県補助金１,０９３万円の減額補正で、いずれも事業実績の見込み

によるものでございます。 

  ９目災害復旧費県補助金１８３万２,０００円の減額補正で、現年農地農業用施設災

害復旧事業費補助金の決定見込みによるものでございます。 

  ５ページをお開きください。 

  ３項１目総務費県委託金６２０万５,０００円の減額補正で、和歌山県議会議員選挙

執行委託金の額の確定によるものでございます。 

  １９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金で６,３１０万１,０００円の減額補正で

ございます。 

  ２目ふるさとまちづくり応援基金繰入金で１,２０５万６,０００円の減額補正でござ

います。 

  ４目福祉基金繰入金で２２０万円の減額補正でございます。 

  ５目森林環境譲与税基金繰入金で９１５万円の減額補正でございます。 

  ６目公共施設等整備基金繰入金２,６０１万４,０００円の減額補正で、町営住宅解体

撤去事業及び野上中学校プール解体撤去事業への充当の減額と役場本庁舎電灯類ＬＥＤ

化改修事業、支所電灯類ＬＥＤ化改修事業及び中央公民館ＬＥＤ化改修事業に充当する

ための増額でございます。 

  ２２款町債、１項１目総務債５０万円の減額補正で、緊急防災・減災事業債の同意額

の決定によるものでございます。 
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  ５目土木債１,１６０万円の減額補正で、町道紀州サン・リゾートライン舗装補修事

業に充当する辺地対策事業債及び橋梁長寿命化修繕事業に充当する過疎対策事業債の増

額、町道工業団地１号線舗装事業等に充当する合併特例債及び河川改修事業に充当する

緊急自然災害防止対策事業債の減額によるものでございます。 

  ６目消防債１億９９０万円の減額補正で、消防庁舎建設事業に充当する合併特例債及

び緊急防災・減災事業債の減額によるものでございます。 

  ６ページをお開きください。 

  ７目臨時財政対策債１,８９４万５,０００円の減額補正で、普通交付税の追加交付に

係る減額でございます。 

  ８目災害復旧債２,６４０万円の減額補正で、河川災害復旧事業で２９０万円の増額

と道路橋梁災害復旧事業及び農地農業用施設災害復旧事業で２,９３０万円の減額でご

ざいます。 

  次に歳出でございます。 

  歳出では、全般的に減額している項目が多くなってございます。この理由といたしま

して、事業実施による実績額確定または実績の見込額による不用額の減額などを随所に

計上してございますので、お含みおきくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

  それでは、予算に関する説明書の７ページを御覧いただきたいと思います。 

  １款議会費、１項１目議会費３００万２,０００円の減額補正で、一部の議員の在任

期間の減による議員期末手当の減額と研修会等の実績による減額でございます。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費２７９万３,０００円の減額補正で、職員共済費の

減額によるものでございます。 

  ２目文書広報費２９０万円の減額補正で、広報紙の印刷製本費の減額によるものでご

ざいます。 

  ４目財産管理費５８０万円の増額補正で、かじか荘の庭園と毛原オートキャンプ場の

看板の購入費でございます。 

  ８ページにわたりまして、５目企画費１,８３１万５,０００円の減額補正で、神原開

発第１期実施設計業務委託料の額の確定による減額、民間賃貸住宅整備促進補助金、奨

学金返還助成金及び定住促進補助金の実績見込みによる減額と、かじか荘の浴槽漏水に

よるガス代等の補償金として１３２万円を計上してございます。 

  ７目支所及び出張所費につきましては、支所電灯類ＬＥＤ化改修事業に公共施設等整
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備基金を充当したことによる財源振替で、補正額の増減はございません。 

  １１目防災諸費６６６万６,０００円の増額補正で、災害ハザードマップ作成委託料

で９６１万円の増額と住宅耐震改修事業補助金の実績見込みによる減額でございます。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳費１９５万８,０００円の増額補正で、住基システム及び

戸籍附票システム改修委託料の増額とコンビニ交付システム改修委託料の減額によるも

のでございます。 

  ９ページにわたりまして、４項２目和歌山県議会議員選挙費５６８万８,０００円の

減額補正で、額の確定による各種経費の減額でございます。 

  １０ページにわたりまして、３目町議会議員一般選挙費１,７０８万３,０００円の減

額補正で、額の確定による各種経費の減額でございます。 

  ３款民生費、１項１１目国民健康保険事業費１８３万５,０００円の減額補正で、特

別会計への繰出金の額の確定によるものでございます。 

  １２目介護保険事業費１,４７５万円の減額補正で、特別会計への繰出金の実績見込

みによるものでございます。 

  ２項１目児童福祉総務費６９５万円の減額補正で出産祝金、子育て世帯訪問支援業務

委託料及び高校生世代応援手当の実績見込みによるものでございます。 

  ９目新生児特別臨時給付金給付事業費１３２万円の減額補正で、新生児特別臨時給付

金の実績見込みによるものでございます。 

  １１ページに移りまして、４款衛生費、１項１目保健衛生総務費７７２万８,０００

円の減額補正で、野上厚生病院への負担金の確定によるものでございます。 

  ４目環境衛生費８９７万７,０００円の減額補正で、老朽危険空家除却工事補助金の

確定による減額と西部簡易水道事業会計補助金及び東部簡易水道事業特別会計繰出金の

減額でございます。 

  ５目成人保健対策費１６３万８,０００円の減額補正で、各種健診委託料の実績見込

みによるものでございます。 

  ７目診療諸費８０万９,０００円の減額補正で、特別会計への繰出金の減額でござい

ます。 

  ２項３目し尿処理費７７９万４,０００円の減額補正で、合併処理浄化槽設置補助金

の実績見込みによるものでございます。 

  １２ページにわたりまして、５款農林水産業費、１項３目農業振興費１,６４６万１,
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０００円の減額補正で、各事業の実績見込みによるものでございます。 

  ６目地籍調査事業費１億１,２４８万６,０００円の増額補正で、地籍調査事業の実績

に伴う減額と、国の補正予算による事業の前倒しによる増額でございます。 

  １３ページにわたりまして、２項１目林業総務費１,０９２万円の減額補正で、各事

業の実績見込みによるものでございます。 

  ４項１目山村振興総務費９３９万４,０００円の減額補正で、地域おこし協力隊の人

件費の減額と他の項目につきましては、実績に応じて減額するものでございます。 

  １４ページに移りまして、６款商工費、１項１目商工振興費５４０万円の減額補正で、

創業支援事業補助金の実績見込みによるものでございます。 

  ２目観光費３５０万円の増額補正で、本年度長く続いた猛暑の影響でパークゴルフ場

の利用者が大きく減少し、売上げが落ち込んだため、のかみふれあい公園運営事業特別

会計への繰出金を増額するものでございます。 

  ７款土木費、１項１目土木総務費１４万円の減額補正で、国道３７０号整備促進委員

会の災害等で活動ができなかったことによるものでございます。 

  ２項１目道路橋りょう維持費１００万円の増額補正で、町道維持管理補修用材料費の

購入費用を計上してございます。 

  １５ページにわたりまして、２目道路橋りょう新設改良費３,４１６万４,０００円の

減額補正で、それぞれ事業費の確定や確定見込みにより減額するものでございます。 

  ３項１目住宅管理費６５０万円の減額補正で、下佐々第３団地解体撤去事業費の確定

見込みによるものでございます。 

  ８款消防費、１項１目常備消防費１億５９５万円の減額補正で、それぞれ事業費の確

定見込みにより減額するものでございます。 

  ９款教育費、１項３目教育諸費５３４万４,０００円の減額補正で、それぞれ事業費

の確定や確定見込みにより減額するものでございます。 

  １６ページに移りまして、３項１目学校管理費４,２７０万２,０００円の減額補正で、

それぞれ事業費の確定見込みにより減額するものでございます。 

  ４項３目公民館費につきましては、中央公民館ＬＥＤ化改修事業に公共施設等整備基

金を充当したことによる財源振替で、補正額の増減はございません。 

  ８目文化センター管理運営費２４２万４,０００円の減額補正で、文化センターコー

ディネーターに係る経費の減額でございます。 
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  １０款災害復旧費、１項１目道路橋りょう災害復旧費２,０２３万９,０００円の増額

補正で、災害対応関連工事費の増額と、災害復旧に伴う電柱移転費用を計上してござい

ます。 

  １７ページにわたりまして、２目河川災害復旧費につきましては、令和５年発生災害

河川復旧工事と災害対応関連工事費の振替で、補正額の増減はございません。 

  ２項１目農地農業用施設災害復旧費３６６万３,０００円の減額補正で、令和５年発

生災害農地農業用施設復旧工事の事業費の確定見込みによるものでございます。 

  １１款公債費、１項２目利子２６３万６,０００円の減額補正で、長期債利子の利率

の減少によるものでございます。 

  恐れ入りますが、議案書の６５ページをお開きいただきたいと思います。 

  第２表繰越明許費補正でございます。 

  追加する事業が１０事業ございまして、個々の事業名、事業費につきましては表記載

のとおりでございます。 

  次に、議案書の６６ページをお開きください。 

  第３表地方債補正でございます。 

  変更するものにつきましては、辺地対策事業債で限度額を７７０万円増額の５,１３

０万円に、過疎対策事業債で限度額を１,６９０万円増額の２億９,３００万円に、一般

単独事業債で限度額を１億４,６６０万円減額の５億２,４５０万円に、臨時財政対策債

で限度額を１,８９４万５,０００円減額の７万６,０００円に、災害復旧事業債で限度

額を２,６４０万円減額の２億３,９９０万円にするものでございます。 

  なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでござ

います。 

  以上、議案第２６号、令和５年度紀美野町一般会計補正予算（第１１号）の説明とい

たします。どうかよろしくお願い申し上げます。 

（総務課長 坂 詳吾 降壇） 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１０時３４分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

◎日程第２５ 議案第２７号 令和５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第４号）について 

◎日程第２６ 議案第２８号 令和５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正 

              予算（第３号）について 

○議長（美野勝男）    日程第２５、議案第２７号、令和５年度紀美野町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４号）について及び日程第２６、議案第２８号、令和５年

度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）について、一括議題と

します。 

  説明を求めます。 

  東浦住民課長。 

（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    それでは、議案第２７号及び２８号について説明をさせ

ていただきます。 

  議案書の６７ページを御覧ください。 

  議案第２７号、令和５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  令和５年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０１２万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億４６万３,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書の２１ページを御覧ください。 

  説明資料につきましては、２３ページからでございます。 

  歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税は４７５万９,０００円

の減額補正です。 
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  １節医療給付費分現年課税分で３４９万８,０００円の減額。２節後期高齢者支援金

分現年課税分で１１４万９,０００円の減額。３節介護納付金分現年課税分で１１万２,

０００円の減額補正でございます。 

  ４款県支出金、１項１目保険給付費等交付金は１,０１２万９,０００円の増額補正で

す。 

  １節普通交付金で９３２万円の増額補正で、一般被保険者療養給付費に充当いたしま

す。２節特別交付金は８０万９,０００円の増額補正で、国保直営診療所の特別調整交

付金の確定によるものでございます。 

  ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は１８３万５,０００円の減額

補正でございます。 

  本年度の保険基盤安定負担金及び未就学児均等割減額負担金が確定したことによるも

のです。 

  １節の保険基盤安定繰入金、保険税軽減分が９３万５,０００円の減。２節保険者支

援分が７５万９,０００円の減。６節未就学児均等割減額繰入金が１２万３,０００円の

減額でございます。 

  ２２ページをお願いします。 

  ６款２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は６５９万４,０００円の増額補正で、

保険税及び保険基盤安定繰入金等の減額分を基金により補塡するものでございます。 

  予算に関する説明書２３ページを御覧ください。説明資料２４ページでございます。 

  歳出でございます。 

  ２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費は９３２万円の増額補正で、当初

の見込みより、医療費の増加が見込まれるためでございます。 

  ７款諸支出費、２項１目繰出金は８０万９,０００円の増額補正で、国保直営診療所

運営に係る特別調整交付金の確定によるもので、診療所特会への繰出金でございます。 

  以上、議案２７号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の７１ページを御覧ください。 

  議案第２８号でございます。 

  令和５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）。 

  令和５年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,４８６万３,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  この補正予算は、歳入において特別調整交付金の確定により増額となった分、一般会

計からの繰入れを減額するもので、予算総額に増減はございません。 

  予算に関する説明書２６ページを御覧ください。 

説明資料につきましては、２５ページでございます。 

  歳入です。 

  ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金８０万９,０００円の減額。 

  ２目国民健康保険事業特別会計繰入金８０万９,０００円の増額補正で、国保特会か

らの特別調整交付金の繰入金でございます。 

  以上、議案第２８号の説明といたします。どうかよろしくお願いいたします。 

（住民課長 東浦功三 降壇） 

◎日程第２７ 議案第２９号 令和５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４ 

              号）について 

○議長（美野勝男）    日程第２７、議案第２９号、令和５年度紀美野町介護保険事

業特別会計補正予算（第４号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  森谷保健福祉課長。 

（保健福祉課長 森谷善彦 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦）    それでは、議案書の７５ページをお開きください。 

  議案第２９号、令和５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  令和５年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,６７６万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億４,２４８万３,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書の２９ページ、また予算説明資料は２７ページからと

なりますので併せて御覧ください。 

  歳入でございます。 

  歳入は、介護保険給付費等の減額に伴い、国・県等の負担分について減額補正をして

おります。 

  ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金は２,１０５万円の減額。 

２項１目調整交付金は１,１８０万円の減額。 

２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は６０万円の減額補正

です。 

  ４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金は３,１０５万円の減額。 

２目地域支援事業支援交付金は８１万円の減額補正です。 

  ５款県支出金、１項１目介護給付費負担金は１,６３２万５,０００円の減額。 

２項１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は３７万５,００

０円の減額補正です。 

  ３０ページの７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金は１,４３７万５,０００円の減

額。 

２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）は３７万５,０００円

の減額補正です。 

  ３１ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は計９,８００万円の減額補正です。 

１目居宅介護サービス給付費で訪問介護・通所介護の利用減に伴い６,０００万円の

減額。 

また、３目施設介護サービス給付費で特別養護老人ホームの利用の減少に伴い３,０

００万円の減額です。 

  ２項１目介護予防サービス給付費は３００円の減額。 

４項１目高額介護サービス費は４００万円の減額。 

３２ページの６項１目特定入居者介護サービス等費は１,０００万円の減額。 
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  ３款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は３００万円の減

額で、それぞれ給付実績により減額補正しております。 

  ４款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金は２,１２４万円の増額補正で、

給付費の減額に伴い積立てするものでございます。 

  以上、簡単ですが議案第２９号の説明といたします。よろしくお願いします。 

（保健福祉課長 森谷善彦 降壇） 

◎日程第２８ 議案第３０号 令和５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

              補正予算（第３号）について 

○議長（美野勝男）    日程第２８、議案第３０号、令和５年度紀美野町のかみふれ

あい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    それでは、議案書の７９ページをお開きください。 

  議案第３０号、令和５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算

（第３号）。 

  令和５年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４,１４０万８,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  申し訳ございませんが、予算に関する説明書の３５ページをお開きください。説明資

料は３３ページとなりますので、併せて御覧ください。 

  ２、歳入でございます。 

  ２款１項１目観光施設等使用料、１節ふれあい公園施設使用料で５５０万円の減額と

してございます。 

  理由でございますが、長期間の猛暑による利用者の減少によるものでございまして、
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そのほかには、コロナ感染症による利用控え、６月の集中豪雨、かつらぎ町でパークゴ

ルフ場が増設されたことに伴うことも影響しているものと考えてございます。 

  そのため、前年度１２月同期の比較で、パークゴルフ場で約３,０００人、キャンプ

場の利用者で約５２０人減少してございます。 

  続きまして、２款１項１目一般会計繰入金、１節一般会計繰入金で３５０万円増額し

てございます。 

  これは、先ほどの施設実施使用料の売上げの減少に伴うものでございます。 

  続きまして、３６ページを御覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費、１２節の委託料で２００万円の減額で、ふれあい公園の施

設清掃委託料の事業の実績見込みにより減額するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第３０号、令和５年度紀美野町のかみふれあい公

園運営事業特別会計補正予算（第３号）の説明とさせていただきます。どうかよろしく

お願いいたします。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 

◎日程第２９ 議案第３１号 令和５年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第４号）について 

◎日程第３０ 議案第３２号 令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３ 

              号）について 

○議長（美野勝男）    日程第２９、議案第３１号、令和５年度紀美野町東部簡易水

道事業特別会計補正予算（第４号）について及び日程第３０、議案第３２号、令和５年

度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）について、一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    それでは、議案書８３ページをお開きください。 

  議案第３１号、令和５年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）。 

  令和５年度紀美野町の東部簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 
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  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６４６万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４,６５１万６,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費） 

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書３９ページをお開きください。 

説明資料は３５ページからとなってございます。 

  歳入です。 

  ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金６万２,０００円の減額。 

  ６款諸収入、１項１目雑入、建物罹災共済金で３２３万１,０００円の減額について

は、災害復旧に係るもので、７款町債、１項１目簡易水道債１,９００万円の減額につ

きましては、県道岩出野上線工事請負費の起債予定額３,８００万円のうち１,９００万

円を、３目過疎対策事業債を充当することができたため、財源振替によるものでござい

ます。 

２目災害復旧債は、１節補助災害復旧事業債７３０万円、２節単独災害復旧事業債３

４０万円を全額減額し、３節公営企業等災害復旧事業債に一括して計上するもので、額

の確定により、７２０万円計上するものでございます。 

  ８款国庫支出金、１項１目災害復旧費国庫補助金で、額の確定及び激甚指定による補

助率の増嵩により３３万３,０００円の増額です。 

  ４０ページの歳出の４款災害復旧費、１項１目１４節の工事請負費において、災害査

定により額が確定したことにより、４０６万円の減額。また、単独災害で河北流入電動

弁が水没により故障が発生しておりましたが、機械内部の洗浄や乾燥を行った結果、稼

働したため、電気系統も改めて確認したところ、幸いなことに異常が見当たらず、現在

も正常に稼働しているため、２４０万円を減額し、合計６４６万円の減額でございます。 

  恐れ入りますが、議案書８６ページに戻っていただきまして、「第２表 繰越明許費」
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でございます。 

  繰越しを行う事業は補助災害のうち、河南浄水場施設の本復旧工事でございます。 

  電気制御部品の資材の調達が困難なため、繰越しをさせていただくものでございます。 

  次に、「第３表 地方債補正」でございます。 

  先ほど説明させていただきましたとおり、災害復旧事業債の補助災害７３０万円、単

独災害３４０万円を全額減額し、公営企業等災害復旧事業債に７２０万円計上するもの

でございます。 

  また、簡易水道事業債の限度額を１,９００万円減額し、２,６７０万円に改め、新た

に過疎対策事業債に減額分の１,９００万円を計上するもので、起債の方法、利率、償

還の方法については変更ございません。 

  以上、簡単ではございますが、令和５年度紀美野町東部簡易水道事業特別会計補正予

算（第４号）の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の８７ページをお開きください。 

  議案第３２号、令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 

  （総則） 

  第１条、令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

  （収益的収入及び支出の補正） 

  第２条、令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  収入です。 

  第１款水道事業収益は４,４８２万１,０００円の減額で１億５,０３２万６,０００円。 

  第１項営業収益は１７０万円の減額で９,１１０万円。 

  第２項営業外収益は４,３１２万１,０００円の減額で５,９２２万６,０００円。 

  支出です。 

  第１款水道事業費用は８,５１９万４,０００円の減額で１億１,７８６万１,０００円。 

  第１項営業費用は８,１８０万８,０００円の減額で１億２９万１,０００円。 

  第２項営業外費用は３３８万６,０００円の減額で１,１５７万円。 

  （資本的収入及び支出の補正） 

  第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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  収入です。 

  第１款資本的収入は６００万円の減額で４億６,９１７万７,０００円。 

  第１項企業債は６００万円の減額で４億６,２３０万円。 

  支出です。 

  第１款資本的支出は６００万円減額で４億８,８３３万２,０００円。 

  第１項建設改良費は６００万円の減額で４億７,２７３万８,０００円。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書４３ページをお開きください。 

説明資料は３７ページでございます。 

  収益的収入及び支出の実施計画明細書でございます。 

  １款水道事業収益、１項１目給水収益では、水需要の減少により水道料金で１７０万

円の減額でございます。 

  ２項営業外収益、３目他会計補助金では、昨年度末に借り入れた起債の利率が確定し

たことで、交付税算入分の一般会計からの補助金１８６万３,０００円の減額です。 

  ５目雑収益につきましては、主には下佐々浄水場更新工事の本年度予算分を繰越しさ

せていただくことに伴い、消費税等の還付金４,１２５万８,０００円の減額でございま

す。 

  次に、４４ページの支出でございます。 

  １款水道事業費用、１項５目減価償却費及び６目資産減耗費につきましては、下佐々

浄水場更新工事完成後に旧施設の除却処分を行うものでございますが、完成が翌年度と

なったため、本年度も減価償却費が発生することになったことで３０１万６,０００円

の増額、資産の除却は６年度で行うため、除却費８,４８２万４,０００円の減額でござ

います。 

  ２項営業外費用、１目支払利息につきましては、先ほど他会計補助金同様に起債の利

率の確定により、３３８万６,０００円の減額でございます。 

  ４５ページの資本的収入及び支出でございます。 

  収入につきましては、支出の建設改良費の国道３７０号歩道整備に伴う排水管布設替

工事の起債、企業債借入れでございますが、県の工事の進捗により、今年度は実施しな

いため、収入・支出とも６００万円減額するものでございます。 

  次のページのキャッシュ・フロー及び予定貸借対照表についても、補正額を反映させ
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たものとなってございます。 

  以上、簡単ではございますが、令和５年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算

（第３号）の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

◎日程第３１ 議案第３３号 令和６年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（美野勝男）    日程第３１、議案第３３号、令和６年度紀美野町一般会計予

算について議題とします。 

  それでは、歳入全般及び歳出第１款から第２款について説明を求めます。 

  坂総務課長。 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    それでは、令和６年度紀美野町予算書の１ページをお開

きください。 

  議案第３３号、令和６年度紀美野町一般会計予算。 

  令和６年度紀美野町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０３億５,８２０万円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  （債務負担行為） 

  第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は１０億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
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  第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  令和６年度予算に関する説明書の３ページをお開きください。 

  まず歳入でございますが、目を中心に説明を申し上げます。なお、金額の比較は、前

年度の当初予算額と比較した額を申し上げます。 

  また、予算説明資料も別冊で添付させていただいておりますので御参照いただきたい

と存じます。 

  それでは、説明をさせていただきます。 

  １款町税、１項１目の個人では前年度の当初比較３,０６１万６,０００円減額の２億

２,９４７万８,０００円の計上で、所得割において定額減税による減額が主な要因でご

ざいます。 

  ２目の法人では、１３４万円減額の２,００２万１,０００円の計上でございます。 

  ２項１目の固定資産税では、２,０６６万５,０００円減額の３億６,７２２万９,００

０円の計上でございます。 

  ２目の国有資産等所在市町村交付金では、３万６,０００円減額の２２３万８,０００

円の計上でございます。 

  ３項軽自動車税、１目の種別割は６４万９,０００円増額の３,７６２万１,０００円

を、２目の環境性能割は１４２万３,０００円増額の４１６万９,０００円を計上してご

ざいます。 

  ４ページを御覧ください。 

  ４項１目の市町村たばこ税は、前年度と同額の３,６００万円の計上でございます。 

  次に、２款地方譲与税、１項１目の地方揮発油譲与税は、前年度と同額の１,６００

万円の計上でございます。 

  ２項１目の自動車重量譲与税は、前年度と同額の４,５００万円の計上です。 

  ３項１目の森林環境譲与税は、６８５万６,０００円増額の３,７０２万円の計上です。 

  ３款利子割交付金、１項１目の利子割交付金は、２０万円減額の３０万円の計上です。 

  ４款配当割交付金、１項１目の配当割交付金は、前年度と同額の３００万円の計上で

す。 

  ５ページをお開きください。 



－４６－ 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項１目の株式等譲渡所得割交付金は、１００万円減

額の２００万円の計上です。 

  ６款法人事業税交付金、１項１目の法人事業税交付金は、１１２万８,０００円減額

の１,１６２万２,０００円の計上です。 

  ７款地方消費税交付金、１項１目の地方消費税交付金は、前年度と同額の１億８,０

００万円の計上です。 

  ８款ゴルフ場利用税交付金、１項１目のゴルフ場利用税交付金は、前年度と同額の３,

０００万円の計上です。 

  ９款環境性能割交付金、１項１目の環境性能割交付金は、２６０万円増額の１,１１

８万円の計上です。 

  １０款地方特例交付金、１項１目の地方特例交付金は、２,６９１万５,０００円増額

の２,９４１万５,０００円の計上で、定額減税減収補塡特例交付金の新規計上による増

額でございます。 

  次の６ページを御覧ください。 

  ２項１目の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金は、前年度と同

額の１００万円の計上です。 

  １１款地方交付税、１項１目地方交付税は、１億円増額の３９億円の計上です。 

  １２款交通安全対策特別交付金、１項１目の交通安全対策特別交付金は、２万９,０

００円減額の６５万６,０００円の計上です。 

  １３款分担金及び負担金、１項１目の農林水産業費分担金は、４０万円増額の１０５

万円の計上です。 

  ２目の土木費分担金では、新たに小規模がけ崩れ対策事業分担金として３０万円の計

上です。 

  次の７ページを御覧ください。 

  ２項１目の総務費負担金では、地上デジタル放送難視聴対策事業加入金で前年度と同

額の１５万円の計上です。 

  ２目の民生費負担金は、１９０万３,０００円減額の６３２万４,０００円の計上です。 

  １４款使用料及び手数料、１項１目の民生使用料は、１０万円減額の１２万２,００

０円の計上です。 

  ２目の農林水産業使用料は、前年度と同額の１７１万２,０００円の計上です。 



－４７－ 

  ３目の土木使用料は、３８万８,０００円減額の３,５０７万円の計上です。 

  ８ページにわたりまして、４目の教育使用料は、６７万２,０００円減額の６９９万

円の計上です。 

  ２項１目の総務手数料は、４６万４,０００円減額の３８２万７,０００円の計上です。 

  ２目の衛生手数料は、７万円減額の１,３３５万１,０００円の計上です。 

  ３目の土木手数料は、前年度と同額の７,０１８万４,０００円の計上です。 

  ４目の消防手数料は、前年度と同額の１万円の計上です。 

  ９ページにわたりまして、１５款国庫支出金、１項１目の民生費国庫負担金では、１,

６３８万円増額の２億４,７９９万５,０００円の計上で、児童手当負担金の増によるも

のでございます。 

  ２目の衛生費国庫負担金は、前年度と同額の２４万円の計上です。 

  ３目の災害復旧費国庫負担金は、新たに公共土木施設災害復旧費負担金として６,０

０３万円を計上してございます。 

  ２項１目の総務費国庫補助金は、２億７,４４７万４,０００円増額の４億１,５１０

万９,０００円の計上で、地方創生道整備推進交付金の増が主な要因です。 

  １０ページにわたりまして、２目の民生費国庫補助金では、５８７万５,０００円増

額の２,７９１万６,０００円の計上で、こども誰でも通園制度事業費補助金と子ども・

子育て支援事業費補助金が新たなものでございます。 

  ３目の衛生費国庫補助金は、２１万円増額の１,２７５万４,０００円の計上です。 

  ４目の農林水産業費国庫補助金では、新たに空き家対策総合支援事業補助金８００万

円を計上してございます。 

  ５目の土木費国庫補助金では、２,６２６万円減額の３,１００万円の計上で、道路メ

ンテナンス事業補助金の減と下佐々第３団地解体撤去事業の完了に伴う社会資本整備総

合交付金の減によるものでございます。 

  ６目の教育費国庫補助金では、３億２００万８,０００円増額の３億２５８万円の計

上で、紀美野中学校改修事業と給食調理場建築事業に充当する学校施設環境改善交付金、

へき地児童生徒援助費等補助金及びスポーツ公園リニューアル事業に充当する社会資本

整備総合交付金を新たに計上してございます。 

  ７目の災害復旧費国庫補助金では、天文台法面復旧工事に充当するため、新たに公立

社会教育施設災害復旧費補助金２,７１８万９,０００円を計上してございます。 



－４８－ 

  １１ページにわたりまして、３項１目の総務費国庫委託金は、３,０００円減額の１

９万４,０００円の計上です。 

  ２目の民生費国庫委託金は、２０万５,０００円減額の２８４万７,０００円の計上で

す。 

  １６款県支出金、１項１目の民生費県負担金は、１３３万３,０００円増額の１億８,

００５万８,０００円の計上で、主なものとしては、障害者自立支援給付費負担金、国

民健康保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金などがあり、また

新たに産前産後保険料負担金を計上してございます。 

  ２目の衛生費県負担金は、前年度と同額の１２万円を計上しております。 

  農林水産業費県負担金については、地籍調査事業負担金の減により今年度項目を廃止

してございます。 

  １２ページに移りまして、２項１目の総務費県補助金は、２１９万９,０００円増額

の５７５万４,０００円の計上で、わかやま防災力パワーアップ補助金の増が主な要因

でございます。 

  ２目の民生費県補助金では、２５８万２,０００円増額の４,９５７万４,０００円の

計上で、重度訪問介護利用促進市町村支援事業費補助金の増が主な要因です。 

  ３目の衛生費県補助金では、１７万９,０００円増額の６６７万８,０００円の計上で、

新たに妊産婦アクセス支援助成金を計上してございます。 

  １３ページに移りまして、４目の農林水産業費県補助金では、２,９１６万７,０００

円減額の４,２９８万６,０００円の計上で、林道改良事業補助金の減が主な要因です。 

  ５目の商工費県補助金は、前年度と同額の１万９,０００円の計上です。 

  ６目の土木費県補助金は、前年度と同額の４万２,０００円の計上です。 

  ７目消防費県補助金は、２９万２,０００円減額の１７８万３,０００円の計上です。 

  ８目教育費県補助金は、１,１９２万４,０００円増額の１,４０１万９,０００円の計

上で、新たに公立学校情報機器整備事業費補助金を計上したことが主な要因でございま

す。 

  １４ページに移りまして、３項１目の総務費県委託金では、５３０万７,０００円減

額の１,３２５万１,０００円の計上で、和歌山県議会議員選挙執行委託金の終了による

ものが主な要因でございます。 

  ２目の民生費県委託金は、８０万３,０００円減額の２５万５,０００円の計上です。 



－４９－ 

  ３目の教育費県委託金は、１万４,０００円増額の２６万６,０００円の計上です。 

  農林水産業費県委託金は、今年度項目を廃止してございます。 

  １７款財産収入、１項１目の財産貸付収入は、９１万９,０００円減額の１,２５２万

９,０００円の計上です。 

  ２目の利子及び配当金は、１７万６,０００円減額の１４２万９,０００円の計上です。 

  １５ページにわたりまして、２項１目の物品売払収入及び２目の不動産売払収入につ

きましては、前年度と同額のそれぞれ１,０００円の計上です。 

  １８款寄附金、１項１目の一般寄附金は、前年度と同額の１,０００円の計上です。 

  ２目のふるさとまちづくり応援寄附金は、３,０００万円増額の１億円を計上してご

ざいます。 

  ３目の企業版ふるさと納税寄附金は、７０万円増額の８０万円を計上してございます。 

  １９款繰入金、１項１目の財政調整基金繰入金は、５,８１７万５,０００円増額の８

億２４６万円の計上です。 

  ２目のふるさとまちづくり応援基金繰入金は、１,０８１万９,０００円減額の８,９

９１万９,０００円を計上してございまして、高校生世代応援手当支給事業や小中学校

給食費無償化事業などに充てられます。 

  ３目中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金は、前年度と同額の２４０万円を計

上してございます。 

  ４目福祉基金繰入金は、１１６万７,０００円減額の４５５万９,０００円を計上して

ございまして、出産祝金事業に充てられます。 

  ５目森林環境譲与税基金繰入金は、１４７万６,０００円減額の５,１３２万２,００

０円の計上です。 

  ６目公共施設等整備基金繰入金は、６,９６１万円減額の１億３,２６４万２,０００

円を計上してございまして、地区集会所ＬＥＤ化事業などの公共施設等の整備や紀美野

中学校改修事業などに充てられます。 

  次の１６ページを御覧ください。 

  ７目合併振興基金繰入金は、今年度新たに４億８,４７０万円を計上してございまし

て、消防庁舎建設事業や給食調理場建築事業などに充てられます。 

  ８目上芝貞夫文化・教育振興基金繰入金は、今年度新たに３,６９２万６,０００円を

計上してございまして、スポーツ公園リニューアル事業に充てられます。 



－５０－ 

  ２０款繰越金、１項１目の繰越金は、前年度と同額の５００万円を計上してございま

す。 

  ２１款諸収入、１項１目の延滞金は、前年度と同額の３０万円を計上してございます。 

  ２項１目の町預金利子は、前年度と同額の３万円の計上です。 

  次の１７ページにわたりまして、３項１目の雑入では１８２万９,０００円減額の４,

８９８万３,０００円の計上で、デジタル基盤改革支援補助金がなくなったことなどが

減額の要因でございます。 

  ４項１目の民生費受託事業収入は、１３６万８,０００円減額の２１６万円の計上で、

広域入所受託料でございます。 

  １８ページに移りまして、５項１目の貸付金元利収入については、今年度新たに災害

援護資金貸付金元利償還金として２４万円を計上してございます。 

  ２２款町債、１項１目の総務債は、１億２,７１０万円減額の６,２８０万円を計上し

てございまして、コミュニティバス委託事業や定住促進補助事業などに充てられます。 

  ２目の民生債は、３００万円減額の１,７００万円を計上してございまして、子ども

医療費助成事業などに充てられます。 

  ３目の農林水産業債は、１,０９０万円増額の１,６９０万円の計上で、大角地区農道

新設事業や農業経営支援事業などに充てられます。 

  ４目の商工債は、前年度と同額の５００万円の計上で、シルバー人材センター助成事

業に充てられます。 

  ５目の土木債は、１億６,７００万円増額の４億７,５４０万円を計上してございまし

て、町道釜滝柴目線改良事業、町道紀州サン・リゾートライン舗装補修事業などに充て

られます。 

  ６目の消防債は、１億８,１６０万円増額の６億２,８９０万円を計上してございまし

て、消防庁舎建設事業や消防通信指令システム等構築事業などに充てられます。 

  ７目の教育債は、今年度新たに７億７,０００万円を計上してございまして、給食調

理場建築事業やスポーツ公園リニューアル事業などに充てられます。 

  １９ページに移りまして、８目の災害復旧債は、今年度新たに３,９１０万円を計上

してございまして、町道真国宮津川線宮前橋災害復旧事業と天文台法面復旧事業に充て

られます。 

  ９目の臨時財政対策債は、１,７００万円減額の１,３００万円を計上してございます。



－５１－ 

これは国による臨時財政対策債の抑制によるものでございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の１款、２款で議会及び総務課関係予算の説明に移らせていただき

ます。 

  予算に関する説明書の２０ページをお開きいただきたいと思います。 

  予算説明資料は２７ページからでございますので、併せて御覧いただきたいと思いま

す。 

  それでは、１款議会費、１項１目の議会費では、３４６万６,０００円増額の７,９６

７万７,０００円の計上でございます。この増額の主な要因は人件費の増によるもので

ございます。 

  予算に関する説明書の２１ページから２４ページにわたりまして、２款総務費、１項

１目の一般管理費では、２,５４８万１,０００円減額の２億８,１８２万円の計上です。

この予算につきましては人件費と庁舎の維持管理関係の費用が主なものとなってござい

ます。一般管理費で計上している一般職の職員数の減によることが主な要因となってご

ざいます。 

  ２４ページの下段から２５ページにかけて、２目の文書広報費では４６９万８,００

０円増額の１,２０９万７,０００円を計上してございます。 

  主な増額の要因は、町内の魅力をＰＲするため、地域おこし協力隊１名を採用し、広

報紙やＳＮＳでのさらなる情報発信を行っていくための予算を計上したことによるもの

でございます。 

  ２５ページの下段から２６ページにかけて、３目の会計管理費では１２８万３,００

０円減額の２０８万６,０００円を計上してございまして、指定金融機関に対して支払

う電送為替手数料の減によるものでございます。 

  ２６ページ下段から２８ページに渡っています５目企画費の中で、地上デジタル放送

に関連する経費１,０９１万７,０００円を計上してございます。令和５年度で地上デジ

タル放送設備の機器更新事業が終了しましたので、前年度と比較して６,２６８万１,０

００円の減額となってございます。また、デジタル技術を活用した住民サービスの向上

等、行政事務の効率化を進めるためのＤＸ推進事業に関連する経費として５９４万６,

０００円を計上してございます。 

  ２８ページ下段から２９ページにわたりまして、６目の電子計算費２９８万８,００
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０円減額の１億１２３万５,０００円の計上でございます。 

  光ケーブルとＬＡＮケーブルなどの違う媒体を接続する際に信号変換を行うメディア

コンバータの更新工事の終了等によりまして減額となってございます。 

  ３１ページから３２ページにわたりまして、８目の自治振興費で８,１１１万１,００

０円減額の９,６４３万５,０００円の計上でございます。東野集会所新築関連事業の終

了に伴う減額等によるものでございます。 

  また、高齢者タクシー等補助金につきましては、補助額を１人当たり１万２,０００

円から１万８,０００円に増額してございます。 

  ３３ページにわたりまして、９目の交通安全対策費では、１７４万円減額の４３２万

２,０００円を計上してございます。道路反射鏡設置工事や防犯灯設置及び修理費補助

金などを計上してございます。 

  １０目の諸費では、１万７,０００円減額の１２９万６,０００円の計上です。 

  ３３ページ下段から３５ページにわたりまして、１１目の防災諸費では、４,９２８

万５,０００円減額の５,８７２万８,０００円を計上してございます。 

  減額要因といたしましては、防災行政無線の無線送受信装置の老朽化に伴う防災行政

無線設備機器更新工事が終了したことによるものでございます。また、自主防災組織の

資機材を充実するため、１組織当たり２０万円の自主防災組織活動補助金を新たに計上

してございます。 

  少しページが飛びまして、３８ページ下段から３９ページをお開きいただきたいと思

います。 

  ここからの４項選挙費は、選挙管理委員会書記長として説明させていただきます。 

  ４項選挙費、１目の選挙管理委員会費は、２２万１,０００円減額の３２万６,０００

円を計上してございます。 

  和歌山県議会議員選挙費及び町議会議員一般選挙費は、今年度項目を廃止してござい

ます。 

  ３９ページ下段から４０ページをお開きください。 

  この６項１目の監査委員費につきましては、監査委員書記として説明させていただき

ます。 

  前年度と同額の２８万６,０００円の計上でございます。 

  以上、簡単ではございますが、１・２款の議会、総務課関係予算の説明とさせていた
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だきます。よろしくお願いいたします。 

（総務課長 坂 詳吾 降壇） 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

（企画管財課長 中前貴康 登壇） 

○企画管財課長（中前貴康）    それでは、２款総務費のうち、企画管財課に関係す

る主な予算について御説明をさせていただきます。 

  令和６年度予算に関する説明書の２１ページをお開きください。 

  予算説明資料では２９ページからお開きください。 

  ２款総務費、１項１目一般管理費でございます。 

  ここでは、企画管財課の庶務に係る経費と、役場本庁舎の施設維持管理に必要な経費

を計上してございます。 

  まず、２２ページを御覧ください。 

  １０節需用費の消耗品費２６５万７,０００円の中には、企画管財課が購入するコピ

ー用紙並びに一般事務用品１７１万円が含まれてございます。 

  次に、燃料費２６０万５,０００円の中には、本庁舎の冷暖房用ＬＰガス２２３万５,

０００円が含まれてございます。使用料の減により、前年度比６３万円の減となってご

ざいます。 

  次に、印刷製本費２６９万１,０００円の中には、コピー料金並びに業務に使用する

封筒などの印刷費として２３９万１,０００円が含まれてございます。 

  次に、電気料３１０万円につきましては、役場本庁舎で使用するものでございます。

使用料の減により、前年度比６９万５,０００円の減となってございます。 

  次に、２３ページを御覧ください。 

  修繕料６７万円の中には、本庁舎及び庁舎備品の修繕料として６０万円が含まれてご

ざいます。 

  次に、１１節役務費、電話料１６８万円につきましては、本庁舎で使用する電話料金

でございます。前年度比１２万円の減額となってございます。 

  １２節委託料でございます。ここには、役場本庁舎の設備機器などの維持管理に係る

各種委託料を計上してございます。 

  続いて、２４ページをお開きください。 

  １３節使用料及び賃借料のうち、借地料４３２万１,０００円につきましては、役場
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本庁舎及び中央公民館の敷地と駐車場の借地料でございます。 

  続いて、飛びまして２６ページを御覧ください。 

  ４目財産管理費でございます。 

ここでは、町が管理する建物などの財産の維持管理に伴う経費を計上してございます。

本年度１,９００万７,０００円、前年度比５,７６８万６,０００円の減額となってござ

います。 

これにつきましては、減額となった主なものといたしまして、令和５年度に予算を計

上しております旧長谷小学校解体撤去工事関連業務の伴う費用が主な減となった要因と

なってございます。 

  １０節需用費のうち、修繕料２４９万４,０００円につきましては、町有施設等の修

繕料を計上してございます。 

  次に、１１節役務費のうち、火災保険料６６９万７,０００円につきましては、役場

本庁舎、集会所、学校、消防本部等、町が所有する２０８施設が保険の対象となってご

ざいます。 

  自動車損害保険料３５０万６,０００円につきましては、町が所有する公用車１４２

台分に係る保険料でございます。 

  次に、１３節使用料及び賃借料でございますが、借地料７４万８,０００円につきま

しては、各種施設７施設の借地料でございます。 

  次に、１４節工事請負費でございますが、かじか荘高圧交流気中負荷開閉器設置工事

費３６７万４,０００円につきましては、かじか荘に設置している高圧受電設備から、

電力会社の配電線への波及事故を防止するために設置する高圧交流気中負荷開閉器設置

工事費を計上してございます。 

  続いて、５目企画費でございます。本年度１億８,１９８万円。前年度比７,６０３万

７,０００円の減額となってございます。 

これにつきまして、減額になった主な要因といたしまして、神原開発に伴う一部事業

の完了に伴う費用が主な要因となってございます。 

  企画管財課に関係する部分では、１節報酬は、長期総合計画審議会委員、総合戦略審

議会委員及び道の駅検討委員会委員の報酬、合計６６万円を計上してございます。 

  次に、１２節委託料のうち、施設管理委託料９５７万円、これにつきましては、かじ

か荘の指定管理委託料でございます。 
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また、ふるさと納税支援業務委託料４,９９６万５,０００円、これにつきましては、

ふるさと納税関連業務に関する業務を委託する費用でございます。また、道の駅検討支

援業務委託料１,１７４万８,０００円、これにつきましては、現在道の駅整備に向けて

必要な機能や整備手法などの民間事業者の意見を取り入れながら検討を行い、今後の整

備方針について基本計画を策定するための支援業務を委託する費用でございます。 

  続いて、２８ページをお開きください。 

  １８節負担金、補助及び交付金のうち、総合的な子育て支援対策として、結婚に伴う

スタートアップ時の費用に対する補助として、結婚新生活支援事業補助金１５０万円、

民間資金を活用した賃貸住宅の整備を促進するために、建設工事費の一部を補助する民

間賃貸住宅整備促進補助金１,２００万円、子育て・新婚世帯などへ制度の拡充をした

定住促進補助金１,７６０万円を計上してございます。 

  続いて、飛びますが３３ページをお開きください。 

  １０目諸費でございます。 

  １１節役務費、賠償保険料７２万９,０００円、この保険につきましては、町などが

所有、使用及び管理する施設の瑕疵及び業務遂行上の過失に起因する事故について、町

が法律上の賠償責任を負う場合の損害に対して保険金を支払う制度で、その保険料でご

ざいます。 

  続いて、３９ページをお開きください。 

  ５項統計調査費、１目指定統計費でございます。 

これにつきましては、統計法に基づいて令和７年２月１日現在の基準日で、本年度に

実施する。農林業センサスなどに係る調査員の報酬費など必要経費でございます。本年

度２０２万円となってございます。 

  以上、簡単ではございますが、２款総務費の中の企画管財課の関係予算についての御

説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（企画管財課長 中前貴康 降壇） 

○議長（美野勝男）    湯上まちづくり課長。 

（まちづくり課長 湯上増巳 登壇） 

○まちづくり課長（湯上増巳）    それでは、第２款でまちづくり課及び支所費関連

の説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の２８ページをお開きください。 
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  併せて予算説明資料３６ページを御覧ください。 

  まちづくり課関連では、２款１項５目企画費、１８節の負担金、補助及び交付金の下

から２行目の奨学金返還助成金です。２６４万円の計上で、前年度比８７４万５,００

０円の減額となります。減額理由は、支給対象者の減で、前年度は新規事業であり対象

者の把握が困難でありましたが、令和５年度申請者の実績により、令和６年度予算を計

上しています。この助成金は奨学金返還金の就労初期における経済的負担を軽減するこ

とにより、町内への定住を促すことを目的とした助成金で、前年度からの事業となりま

す。助成額は年間上限１２万円で、町内で就業または起業の方に対しては、年間上限２

４万円とするものです。対象年齢は３０歳未満の方となります。 

  次に、美里支所長として支所費の説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の２９ページをお開きください。 

  併せて予算説明資料３７ページを御覧ください。 

  ２款１項７目支所費です。前年度予算額１,５１８万６,０００円の計上で、前年度１,

７００万５,０００円に比べ１８１万９,０００円の減額となります。減額の主な要因は

３０ページの電気料で７４万７,０００円の減額、前年度計上の工事請負費で９８万８,

０００円の減額によるものです。 

  会計年度任用職員１名の雇用と支所維持管理のための需用費、役務費、委託料、使用

料が主な経費となっております。 

  以上、簡単でございますが、まちづくり課及び支所費関連の説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

（まちづくり課長 湯上増巳 降壇） 

○議長（美野勝男）    坂税務課長。 

（税務課長 坂 昌美 登壇） 

○税務課長（坂 昌美）    それでは、私からは２款総務費、２項徴税費、１目税務

総務費と２目賦課徴収費について御説明を申し上げます。 

  予算に関する説明書の３５ページから３６ページを御覧ください。 

説明資料では４３ページから４４ページでございます。 

  １目税務総務費は、４,４６６万７,０００円で、昨年度と比較いたしまして、２５４

万４,０００円の増額でございます。主な内訳でございますが、人件費の増加によるも

のでございます。 
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  続きまして、予算に関する説明書の３６ページを御覧ください。 

説明資料では４４ページから４６ページ上段でございます。 

  ２目賦課徴収費３,５５４万８,０００円で、昨年度と比較いたしますと２９３万５,

０００円の増額でございます。主な内訳でございますが、委託料の電算処理費で固定資

産税の評価替えに伴う処理委託料での増と、また定額減税に伴う住民税システム改修費

用及び森林環境税開始に伴う証明書コンビニ交付システム改修費用として電算システム

改修委託料の増が主な要因となります。また、固定資産路線価評価業務委託料について

昨年度と比較いたしまして２０６万８,０００円の減額となっておりまして、これにつ

きましては、３年ごとに伴う評価替えの委託内容が異なるためでございます。 

  以上、税務課に関する当初予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

（税務課長 坂 昌美 降壇） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 

（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    それでは、２款のうち、住民課関連の予算について御説

明させていただきます。 

  予算に関する説明書の３７ページ中段を御覧ください。 

説明資料は４６ページからとなります。 

  ３項１目住民基本台帳費でございます。本年度の予算額３,８１０万円で、前年度比

３８３万７,０００円の増額となっております。主な増額の要因は、人勧及び会計年度

任用職員の勤勉手当支給に伴う人件費の増額並びに住民基本台帳ネットワークシステム

の機器更改に伴う保守委託料及びリース料の増額によるものでございます。 

大きく増減のあるものを中心に御説明をさせていただきます。 

  １節報酬は１９７万４,０００円で、前年度比１７万８,０００円の増、２節給料は１,

０６２万３,０００円の計上で３２万５,０００円の増、３節職員手当等は６７９万３,

０００円で９８万８,０００円の増、４節共済費は３１５万４,０００円の計上で３１万

円の増額計上、これらは主に人勧及び会計年度任用職員の勤勉手当の支給による増額で

ございます。 

  ３８ページを御覧ください。 

  １２節委託料で６６４万９,０００円で、前年度比３５万１,０００円の増額計上でご
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ざいます。増額の要因は、令和５年度の電算システム改修委託料５２万５,０００円が

皆減しておりますが、住基ネットシステム機器更改に伴う電算システムの保守委託料が

８０万６,０００円増額になったことによるものでございます。 

  １３節使用料及び賃借料は７６２万９,０００円の計上で、前年度比１８９万２,００

０円の増額計上となります。主に、住基ネットシステム機器更改に伴う電算のハードウ

ェアリース料が新たに発生することが要因でございます。 

  以上、簡単でございますが、戸籍住民基本台帳費の説明といたします。よろしくお願

いいたします。 

（住民課長 東浦功三 降壇） 

○議長（美野勝男）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午後 ０時０３分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時２７分） 

○議長（美野勝男）    次に、第３款から第４款について説明を求めます。 

  森谷保健福祉課長。 

（保健福祉課長 森谷善彦 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦）    それでは、保健福祉課関連の予算について説明させ

ていただきます。 

  予算に関する説明書の４０ページをお願いします。 

  なお、予算説明資料は４９ページからとなりますので、併せて御覧ください。 

  ３款民生費でございます。 

４１ページにかけての１項１目社会福祉総務費は７,０８７万５,０００円の計上で、

前年度より４１２万６,０００円の増額です。７名の職員の人件費を計上しており、現

状と同数ですが、当初予算比較で職員１名増に伴い人件費が７４９万円の増額となって

いることが増額の主な要因です。 

  なお、１８節負担金、補助及び交付金の町社会福祉協議会補助金は、地域福祉活動計

画の策定が完了したこと及び職員の定年に伴い、３３７万７,０００円減額の２,１２４
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万５,０００円の計上となっております。 

  次に、４１ページから４３ページにかけての３目老人福祉費は５,６６２万１,０００

円で、前年度より６８５万９,０００円の減額です。 

  １８節負担金、補助及び交付金のやすらぎ園負担金は、やすらぎ園建設のための借入

金の完済のため、５０９万７,０００円の減額となっていることが減額の主な要因です。 

  次に、４３ページから４５ページにかけての４目障害者福祉費は３億５,８５７万１,

０００円で、前年度より１,２６３万４,０００円の増額です。 

  １節報酬で障害者の区分認定調査業務のため、会計年度任用職員を雇用するため、３

２１万９,０００円の計上。また、１９節扶助費で介護給付費・訓練等給付費及び障害

児給付費で対象者数が増えており、７３８万円の増額となっていることが増額の主な要

因です。 

  続いて、４６ページから４７ページにかけての９目総合福祉センター管理運営費は、

２,２９６万２,０００円、１０目長谷毛原健康センター管理運営費は２５９万２,００

０円の計上です。 

  １２目介護保険事業費は２億７,６７１万５,０００円で、前年度より１,３７５万９,

０００円の減額となっております。 

  続いて、４８ページから５０ページにかけての２項１目児童福祉総務費は７,１９８

万１,０００円の計上で、前年度と比較し７２４万３,０００円の増額です。 

  当初予算比較では、職員数を１名から３名に増員したことが主な増額理由です。 

なお、令和６年度より月２回、ひきこもり支援拠点ののぞみや児童館を活用して、不

登校など様々な悩みを持つこどもや保護者が相談できる居場所づくりの場を提供してま

いります。 

  また、１９節扶助費では、県の補助事業である在宅育児支援給付事業が廃止されます

が、町単独で支援している在宅で保育をする保護者に対して、月３万円の支給を行って

いる在宅育児手当支給事業の対象範囲を広げ、支援してまいります。 

  次に、５１ページの３目母子福祉費は、前年度と同様１２万１,０００円の計上です。 

  次に、５３ページにかけての４目こども園費は、２億２,６８０万９,０００円で、前

年度と比較して２,１５４万９,０００円の増額となっています。親の就労要件を問わず

こども園を利用できる、こども誰でも通園制度の開始に伴い、保健師２名人件費８０８

万５,０００円の増額及びきみのこども園の通路用の屋根設置工事に係る設計監理委託
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料及び工事費で６５３万４,０００円の計上が主な増額要因でございます。 

  次に、５４ページから５５ページにかけての７目児童手当は９,１１８万９,０００円

で、前年度より２,１５２万３,０００円の増額です。国のこども未来戦略方針により、

児童手当は令和６年１０月分から所得制限の撤廃、中学生までから高校生世代まで延長、

多子世帯へ増額支給と拡充されます。 

  次に、５６ページにかけての３項１目災害救助費は２５万１,０００円の計上です。 

  次に、４款衛生費です。５６ページから５７ページにかけての１項１目保健衛生総務

費は７億１,１４３万５,０００円の計上です。前年度より１,７５０万６,０００円の増

額ですが、保健福祉課業務では、健康増進計画策定業務終了に伴い３６３万円の減額と

なっております。 

  ２目予防費は２,５９０万７,０００円で、前年度より５０７万８,０００円の増額と

なっております。 

  １９節扶助費の予防接種費用助成金５９２万５,０００円のうち、５４０万円を計上

し、令和６年度から５０歳以上の方を対象に帯状疱疹のワクチン接種の助成を行います。 

  次に、５９ページにかけての４目母子衛生費は１,２４６万９,０００円の計上で、前

年度より１０５万３,０００円の増額となっています。 

  １８節負担金、補助及び交付金で、妊産婦アクセス支援助成金４６万円を計上してお

ります。令和６年度から、妊産婦の経済的負担や不安軽減のため、国・県の補助事業で

分娩医療機関までの距離が２０キロ以上の妊産婦に交通費助成を行いますが、それに加

え、分娩医療機関までの距離が２０キロ未満の妊産婦に対しても、町単独で助成してま

いります。 

  次に、６０ページから６１ページにかけての５目成人保健対策費は３,５３４万円の

計上で、前年度より２９５万９,０００円の減額です。 

  １節報酬では、職員の育休からの復帰により、会計年度任用職員１名減により１４８

万円の減額、また１２節委託料の各種健診委託料では、胃がん検診の内視鏡検査（胃カ

メラ）が２年に１回の検査で、令和６年度は受診者数が減少見込みのため、１３５万８,

０００円の減額が主な減額理由でございます。 

  以上、簡単ですが、３款、４款の保健福祉課関連予算の説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 森谷善彦 降壇） 

○議長（美野勝男）    東浦住民課長。 
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（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    それでは、３款、４款の住民課関連の予算について御説

明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の４１ページを御覧ください。 

説明資料のほうは４９ページからでございます。 

  ３款１項２目国民年金事務費です。 

国民年金の受付事務等の予算として、職員１名の人件費と事務用消耗品費などが主な

ものでございます。本年度４５７万９,０００円で７０万５,０００円の増額となってお

ります。これにつきましては、職員の人勧及び昇給に伴う人件費の増額でございます。 

  説明書の４５ページでございます。 

説明資料のほうは５４ページ下段でございます。 

  ５目老人医療費です。 

  本予算は、６７歳から７０歳未満の所得制限等の条件を満たした方の医療費助成に関

する予算でございます。本年度２０万１,０００円で、前年度と同額の予算計上でござ

います。 

  続いて、６目重度心身障害者医療費です。 

  一定以上の障害のある方に対する医療費助成に関する予算でございます。本年度５,

０９４万９,０００円、前年度比６万８,０００円の増額です。 

  １１節役務費、郵便費の増額によるものでございます。 

  続いて、７目子ども医療費です。 

  １８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者に対する医療費助成で、

主に医療費扶助に関する予算でございます。本年度２,１２６万７,０００円、前年度比

４万４,０００円の増額計上でございます。 

  １１節の役務費、郵便料の増額によるものでございます。 

  ４６ページにかけて、８目ひとり親家庭医療費です。 

  ひとり親家庭に対する医療費補助に関する予算でございます。本年度７１７万８,０

００円で、どの科目も前年度と大きく変わりはございません。 

  ４７ページをお願いします。 

説明資料は５７ページ下段でございます。 

  １１目国民健康保険事業費です。 
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  国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。本年度１億１,６２１万７,００

０円、前年度比１０３万１,０００円の減額計上でございます。減額の主な要因は保険

基盤安定負担金の減額によるものです。 

  ４８ページ上段にかけて、１３目後期高齢者医療費です。 

  県後期高齢者医療広域連合への事務費分担金と、後期高齢者医療特別会計への繰出金

でございます。本年度２億６,９７３万９,０００円、前年度比５０６万８,０００円の

増額計上でございます。増額の要因は保険基盤安定負担金の増による２７節繰出金の増

額によるものでございます。 

  続いて、４款を説明いたします。 

  ５６ページ下段をお願いいたします。 

説明資料のほうは６８ページからでございます。 

  ４款衛生費、１項１目保健衛生総務費、この１８節の海南海草食品衛生協会負担金に

つきましては、前年度と同額の３万６,０００円、５７ページ上段の野上厚生病院負担

金６億７,９２３万４,０００円でございます。前年度比２,２７１万１,０００円の増額

計上でございます。普通交付税及び特別交付税の増額が見込まれることによるものでご

ざいます。 

  ５８ページの下段をお願いします。 

説明資料は７１ページ上段のほうにございます。 

  ３目母子衛生費の１９節扶助費の未熟児養育医療費扶助費で、前年度と同額の９０万

円を計上しております。 

  次に、５９ページ、４款１項４目環境衛生費でございます。本年度１億４,２８５万

３,０００円、前年度比１,４６１万２,０００円の増額計上です。職員２名及び会計年

度任用職員１名の人件費や、不法投棄ごみ対策に係る経費、五色台広域施設組合負担金、

住宅用省エネシステムに係る補助金、老朽危険空家除去工事補助金、簡易水道事業会計

への補助金及び出資金が主な内容です。 

  私からは、住民課所管の予算について説明をいたします。 

  １節報酬、２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては、人勧並びに会計

年度任用職員の勤勉手当の支給もございまして、いずれも増額計上となっております。 

  ６０ページの１８節負担金、補助及び交付金は、五色台広域施設組合負担金１,０５

１万９,０００円で、前年度比２０万４,０００円の増、同じく建設負担金は５６万２,
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０００円で、前年度比４３万１,０００円の減額計上となっております。住宅用省エネ

システム普及推進事業補助金は１０４万円の計上で、前年度比５６万円の減額計上です。

これは実績に基づく減額をしたことによるものでございます。 

  老朽危険空家除去工事補助金は、前年度と同額の１,０００万円の計上でございます。 

  ６１ページ中段を御覧ください。 

  ６目公害対策費です。 

説明資料のほうは、７３ページ中段のほうでございます。 

  １８節貴志川水質保全対策連絡協議会負担金は、前年度と同額の５万２,０００円で

す。 

  ７目診療諸費です。国民健康保険診療所事業特別会計への繰出金で本年度、予算額４,

３９９万４,０００円、前年度比２３７万５,０００円の増額計上です。これにつきまし

ては、前年度の僻地診療所運営に伴う調整交付金の実績値を基に計上してございます。 

  続いて、４款２項１目清掃総務費です。 

  主に、１８節の負担金、補助及び交付金の海南海草環境衛生施設組合及び紀の海広域

施設組合への負担金が主な予算でございます。本年度予算額１億２,８５０万９,０００

円、前年度比５７６万６,０００円の増額計上でございます。主な増額の要因は、先ほ

ど申しましたとおり、次のページ上段の海南海草環境衛生施設組合負担金で１０４万４,

０００円の増、紀の海広域施設組合負担金で４８８万８,０００円の増額となってござ

います。 

  続いて、２目塵芥処理費です。 

  主に、ごみ収集運搬処理に関する予算でございます。本年度予算７,５１４万９,００

０円、前年度比１６万５,０００円の減額で、ほぼ前年度並みの計上となってございま

す。 

  １節報酬及び３節職員手当等において、会計年度任用職員３名分の人件費が人勧及び

勤勉手当の支給により２０５万１,０００円の増額となっておりますが、１４節工事請

負費において、前年度実施の吉見かんがい設備ポンプ等の更新工事分２１７万９,００

０円が減額となっております。 

  以上、３款、４款の住民課関係予算の説明といたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

（住民課長 東浦功三 降壇） 
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○議長（美野勝男）    曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    それでは教育課関係で、前年度当初予算と比較して増減

額の大きいものを中心に説明をさせていただきます。 

  令和６年度予算に関する説明書は５０ページからになります。 

  予算説明資料では６０ページからになります。 

  まず、予算に関する説明書の５３ページ、５４ページになります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、５目児童館運営費で、本年度予算額が７２１万３,０

００円で、対前年度比１,３９１万８,０００円の減額となっております。 

  こちら、昨年度、小畑児童館の解体撤去に係る予算、１２節委託料、１４節工事費合

わせて１,５０５万９,０００円を計上していたことによる減額となっております。 

  続きまして、５４ページになります。 

  ６目学童保育費で、本年度予算額が２,８８３万１,０００円で、対前年度比１０３万

９,０００円の増となっております。学童保育業務に係る行政事務等包括業務委託料に

おきまして、勤勉手当分７８万８,０００円増の２,７０３万９,０００円を計上いたし

ております。 

  また、小川小学校から野上学童保育所への通所車両利用回数の増加により、送迎委託

料２５万１,０００円増額の１１６万９,０００円の予算を計上いたしております。 

  以上、教育課関係での予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、建設課関連の予算について説明させていただ

きます。 

  予算に関する説明書の６３ページをお願いいたします。 

  説明資料は７５、７６ページでございます。 

  ４款衛生費、２項３目し尿処理費１,４５９万６,０００円は、合併処理浄化槽設置補

助金事業に係る経費でございまして、前年度より１,０００円の増額となっております。

これは、県浄化槽普及促進協議会負担金の事業費割分１,０００円の増額によるもので

ございます。なお、浄化槽設置補助金として１,４５６万４,０００円の計上は、５人槽
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で３２基分、６から７人槽で６基分、８から５０人槽で２基分、合計４０基分を計上し

ております。 

  また、単独浄化槽の撤去に係る補助金を各槽につき、１基分ずつ計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、し尿処理費の説明とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    それでは、水道課関連の予算について御説明をさせてい

ただきます。 

  予算に関する説明書６０ページを御覧ください。 

  資料のほうは７１ページでございます。 

  ４款衛生費、１項４目１８節負担金、補助及び交付金のうち、東部簡易水道事業会計

補助金５,１５９万８,０００円の計上につきましては、昨年度までは特別会計でござい

ましたので、繰出金に一括計上しておりました。今年度からは、公営企業会計に移行さ

れたことに伴い、収益的収支予算に対する一般会計からの繰出しについては補助金とな

ります。収益的収支に対する不足額を補助金として計上してございます。 

  同じく西部簡易水道事業会計補助金１,１７３万２,０００円につきましては、児童手

当及び企業債利子の交付税算入分、基準繰入額を計上してございます。 

  ２３節投資及び出資金では、東部簡易水道事業会計に対し、資本的収支予算での不足

額３,７４７万５,０００円を計上してございます。 

  以上、簡単ではございますが、水道課関係予算の説明とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

○議長（美野勝男）    次に、第５款から第６款について説明を求めます。 

  吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    それでは、私からは５款農林水産業費と、６款商工費の

産業課の関係分の予算について御説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の６３ページを御覧ください。 
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  予算説明資料につきましては、７７ページからとなります。 

  ６３ページの下段から６４ページにかけて、５款１項１目農業委員会費１,９４４万

８,０００円は、農業委員会及び農業者年金業務に係る経費でございます。 

  前年度より１０４万７,０００円の増額となってございます。主な増減理由は、職員

及びパートタイム会計年度任用職員の報酬等の人件費の増によるものでございます。 

  続きまして、６５ページの５款１項２目農業総務費１,６８２万５,０００円は、人件

費や農業関係団体に対する経費でございます。 

  前年度より１６４万４,０００円の減額となってございます。主な理由は、人事異動

に伴う給与職員手当等及び共済費の減額によるものでございます。 

  続きまして、６６ページの５款１項３目農業振興費６,１４７万２,０００円は、農業

の振興に関する経費で、産品加工所、雨山の郷公園の運営管理に係る経費、並びに農業

経営支援事業、中山間地域等直接支払交付金事業、農作物鳥獣害防止総合対策事業など

の経費でございます。 

  前年度より７００万６,０００円の減額となってございまして、主な減額理由は６７

ページの１８節負担金、補助及び交付金で、ここには記載してございませんが、昨年度

までございました次世代人材育成投資資金は対象者がなしとなりましたので１５０万円

の減額、またニホンジカ管理捕獲事業につきましては、県が事業を廃止したことにより

５４万円の減額となってございます。 

  １８節内の２行目、農業経営支援事業は昨年度の実績などを勘案しまして１５０万円

減額、３行目の中山間地域等直接支払交付金は、対象面積の減少により１０１万円の減

額、４行目の新規就農者育成総合対策事業は、前年度の実績を考慮し１５０万円を減額、

次の山椒の苗木購入補助事業につきましては、申請者が減少してきてございましたので、

昨年度の実績を考慮しまして４８万円を減額してございます。 

  少し飛びまして、６９ページ下段から７０ページにかけて、５款２項１目林業総務費

８,９５６万７,０００円は林業関係全般に係る経費で、職員給与、森林経営管理事業、

森林関係団体への補助金などで、産業課と建設課の予算が含まれてございます。 

  林業総務費は、前年度と比較しまして９１７万２,０００円の増額となってございま

す。理由でございますが、７０ページの１０節需用費で電気、水道、修繕費などで１５

４万８,０００円を増額、１１節役務費で電話代や浄化槽の清掃手数料などで６９万４,

０００円を増額してございます。これらは、美里支所横にあります資源開発センターの
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１室を林業地域おこし協力隊の事務所とするための経費でございます。 

  次に、７０ページの１２節委託料の２行目、森林経営調査業務委託料で、事業量等の

増によりまして、１８４万５,０００円を増額してございます。 

  ７１ページの３行目、地域活性化支援業務委託料は育林従事者の確保と育成が急務で

ございまして、地域おこし協力隊制度を活用し、今年度も２名追加採用し４名体制とす

るため、８５５万４,０００円を増額としてございます。 

  その下の自伐型林業普及推進支援事業委託料ですが、町外から林業に関心のある人の

呼び込み支援、町民を含め林業を始めたい人及び地域おこし協力隊への指導・育成や研

修会の開催などの事業費でございます。昨年度からの内容を一部見直しまして、２１０

万円を減額してございます。 

  続きまして、７２ページでございます。 

  下段の５款３項１目水産業振興費で３００万円を計上してございます。貴志川活性化

に取り組むための経費で、昨年度と同額としてございます。 

  続きまして、７３ページ、５款４項１目山村振興総務費でございますが、こちらはま

ちづくり課の予算が大部分でございまして、産業課は７４ページの１８節負担金、補助

及び交付金の２行目、県山村振興対策協議会の６万５,０００円、次の行の紀の国ふる

さとづくり協議会の１万円、８行目の町農林商工まつり実行委員会補助金の２５０万円、

７５ページにかけまして、次の紀美野町ふるさと村運営協議会の３０万円の各種団体へ

の補助金でございます。 

  続きまして、６款１項１目商工振興費で３,５５２万２,０００円は、前年度より１,

５０１万７,０００円の減額となってございます。 

  主な増減理由は、人事異動に伴う人件費で２４９万７,０００円の増額、１８節の負

担金補助金及び交付金で、そちらに記載はございませんが、昨年度までございました機

械設備修繕等事業補助金が今年度よりなくなりましたので、１,５００万円を減額して

ございます。 

  また、創業支援事業補助金につきましては、昨年度の実績を考慮しまして３４０万円

の減額としてございます。 

  続きまして、６款１項２目観光費は３,８６５万７,０００円で、５９１万３,０００

円の増額となってございます。 

  主な理由は、人事異動により２４４万４,０００円の増額、７７ページの１２節の委
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託料の５行目に、イメージキャラクター着ぐるみ製作委託料で７９万５,０００円を計

上してございます。これは、きみちょんの着ぐるみが１２年以上経過し、部品が取れる

など、毎回問題が生じてございましたので、今年度におきまして作り直すものでござい

ます。 

  続きまして、７７ページから７８ページにかけて、１８節負担金、補助及び交付金で

７８ページの一番下の観光協会補助金でございます。 

  こちらで３００万円を減額してございます。昨年度は、コロナ対策や経済対策として

観光プロモーション事業やワーケーション事業などを実施してございましたが、今年度

はございませんので、その分の減額となってございます。 

  次に、２７節繰出金１,５８９万円ですが、５４８万９,０００円の増額となってござ

います。これは、のかみふれあい公園への繰出金でございまして主な増加理由は、公園

の使用料収入の減額を見込んだことと、歳出でパートタイム任用職員の人件費が増額と

なったためでございます。 

  以上、簡単ではございますが、産業課関連の予算の説明とさせていただきます。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、建設課関係の予算について説明させていただ

きます。 

  予算に関する説明書の６７ページからをお願いいたします。 

  また、説明資料は８０ページからをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、１項４目耕地総務費でございます。 

  本年度は、２,８２０万７,０００円を計上しております。前年度より９２万１,００

０円の増額となっております。県土地改良事業団体連合会などの負担金や令和６年度か

ら公営企業会計へ移行する農業集落排水事業会計への補助金や出資金などを計上してご

ざいます。 

  ２節から４節で職員１名分の給料や諸手当等を計上しております。主な要因といたし

まして、農業集落排水事業の公営企業会計移行に伴う補助金や出資金などの増額による

ものです。 

  続きまして、説明書の６８ページ、説明資料は８１ページをお願いいたします。 
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  ５目農業用施設維持費です。 

農道や用水路等の維持補修工事費５００万円と、農道補修の生コンクリートやＵ字溝

等の農業用施設補修用材料費３００万円で、本年度も前年度と同額の８００万円を計上

しております。 

  次に、説明書の６８ページ下段から６９ページにかけての６目地籍調査事業費です。 

  説明資料は８１ページからをお願いいたします。 

  本年度予算３,６８３万３,０００円を計上しております。前年度より３,６９１万９,

０００円の減額となっております。 

  主な要因は、国のほうで令和５年度補正予算が前倒しでついたため、事業実施に係る

主たる経費の委託料などを３月補正予算で計上したことによるものです。 

  なお、３月補正予算で計上した補正分で、滝ノ川の一部、毛原上の一部、長谷宮の一

部の１年目工程の２.６４平方キロメートルの現地調査など、毛原中、毛原上の一部、

長谷宮の一部の２年目工程３.４６平方キロを実施することとしてございます。 

  １節報酬といたしまして、会計年度職員の報酬を計上しております。 

  ２節から４節で職員４名分の給料や、職員と会計年度職員の諸手当等を計上しており

ます。 

  １２節委託料としまして、地籍情報データの異動修正に係る業務委託料１３４万８,

０００円を計上しております。 

  １８節負担金、補助及び交付金として９万円を計上しています。全国国土調査協会費

など負担金等でございます。 

  次に、６９ページ下段、説明資料は８２ページでございます。 

  ７目農業用施設整備事業費でございます。 

  大角地区農道測量設計業務委託料で１,２００万円の増額計上です。これは渡瀬橋が

昨年６月豪雨災害により流失したため、大角地区から要望を受け、農道に係る測量設計

を行うものでございます。 

  続きまして、説明書の６９ページから７１ページにわたって、また説明資料は８２ペ

ージ、８３ページでお願いいたします。 

  ２項林業費、１目林業総務費の建設課関係分は、２節から４節で、職員１名分の給料

や職員の諸手当等を計上しております。 

  また、１８節負担金、補助及び交付金のうち、治山林道協会分担金１４万円は、前年
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度と同額の計上でございます。 

  次に、説明書の７１ページから７２ページをお願いいたします。 

  ２目林道維持費です。 

  説明資料は８４ページです。 

  本年度１,０１０万３,０００円を計上しております。前年度より４９万５,０００円

の増額となっております。 

  主な要因は、会計年度職員の３節職員手当等に係る経費等であり、林道の維持補修に

係る工事費のほか、アスファルト舗装用の補修用レミファルト、冬場の路面凍結防止剤

等の購入費用などを計上してございます。 

  続きまして、７２ページ中段、説明資料は８４ページでございます。 

  ３目林道整備事業費としまして１,０６５万円を計上しております。 

  前年度より５,００５万円の減額となっております。これは地方創生道整備交付金事

業に伴う林道整備事業費として、林道毛原勝谷線の整備事業を継続するための経費でご

ざいます。 

  １４節工事請負費で、前年度より５,００５万円減額し、計上してございます。 

  主な要因につきましては、令和５年度をもって、林道毛原下滝ノ川線舗装工事事業が

完了したことや、令和６年度で終了予定の林道毛原勝谷線道路改良工事についても、最

終年度の工事延長が１４０メートルとなったことによるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、建設課所管の５款農林水産業費の説明とさせていただ

きます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    湯上まちづくり課長。 

（まちづくり課長 湯上増巳 登壇） 

○まちづくり課長（湯上増巳）    それでは、第５款のまちづくり課関連の説明をさ

せていただきます。 

  予算に関する説明書の７３ページをお開きください。 

  併せて、予算説明資料８４ページから８６ページを御覧ください。 

  ５款４項１目山村振興総務費について、前年度当初予算と比較して増減額の大きいも

のを中心に御説明をさせていただきます。 

  本年度予算額１億２,１８５万９,０００円で、前年度１億８７４万５,０００円に比
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べ１,３１１万４,０００円の増額となっております。 

  増額の主な要因は、新規計上の移住定住推進空き家改修事業に伴う経費、地域おこし

協力隊起業支援補助金の計上が主な理由となります。 

  第１節報酬、パートタイム会計年度任用職員は７６２万７,０００円の計上で、前年

度比４９５万５,０００円の減額となります。集落支援員３名分の給料と超過勤務手当

となります。減額理由は、雇用型で計上していた地域おこし協力隊員が委託型へと移行

したためでございます。 

  第１０節需用費は４６６万５,０００円の計上で、前年度比１０５万８,０００円の減

額となります。修繕料の４５万６,０００円の減額が主な理由となります。 

  続きまして、７３ページから７４ページにかけまして、第１１節役務費は２２７万円

の計上で、前年度比９２万４,０００円の増額となります。増額の主な理由は、地域お

こし協力隊募集に係る広告料で、１５５万３,０００円の計上となります。 

  次に７４ページ、第１２節委託料は２,０２２万３,０００円の計上で、前年度比７８

５万３,０００円の増額となります。増額の主な要因は、地域活性化支援業務委託料で、

前年度比６２１万６,０００円の増額の１,７８１万円の計上となります。これは委託型

の地域おこし協力隊員５名分の委託料で、前年度より２名増に伴う増額となっておりま

す。 

  また、新規事業の移住定住推進空き家改修事業に伴う経費で工事設計監理業務委託料

で１６０万円、既存住宅状況調査委託料で２０万円、それぞれ新規の計上となります。

この事業は、町が空き家所有者から空き家を借り上げ、町が改修して移住者に貸し出す

という事業であります。 

  第１３節使用料及び賃借料は５１９万９,０００円の計上で、前年度比１１１万４,０

００円の減額となります。減額の主な要因は、地域おこし協力隊の減に伴う経費の減額

となります。システムソフト等使用料、住宅借上料、機器等借上料の減額が主な要因と

なります。 

  第１４節工事請負費は１,４４０万円の計上で、前年度比９９７万８,０００円の増額

となります。前年度計上の短期滞在施設改修工事４４２万２,０００円の減額と新規事

業の移住定住推進空き家改修事業の工事費２件分１,４４０万円の計上が増額の要因と

なります。 

  続きまして、７４ページから７５ページにかけまして、第１８節負担金、補助及び交



－７２－ 

付金で本年度予算額２,５５６万２,０００円のうち、まちづくり課分では２,２６８万

７,０００円の計上で前年度比１３４万９,０００円の増額となります。 

  主なものは、７４ページ下から４行目の移住者相談等支援補助金は新規の計上で、移

住者が当町を訪問する際の交通費、宿泊費の一部を補助するもので、１件１万円で３０

件、３０万円を計上しております。 

  ７５ページ２行目、小川地域棚田振興協議会への補助金で、前年度比５０万円減額の

１５０万円を計上、移住推進空き家リノベーション補助金で空き家改修、空き家建物調

査ともに前年度と同様の７件、７３５万円を計上、創業を夢見る人や地域への学びや理

解を深めたい学生さんたちに向けた地域づくり学校運営支援補助金は前年度と同額の１

５０万円を計上、まちづくり推進協議会補助金は、前年度と同額の２５０万円を計上、

まちづくり支援補助金は前年度比２０万円減額の２７０万円を計上しております。これ

は地域のまちづくり活動に主体的に取り組む町内の団体に対する補助で、前年度と同様

の７団体への補助を見込んでおります。 

  空き家活用促進奨励金は、前年度比２５万円増の６５万円を計上、これは空き家のお

片づけ補助金で１件増の５件、５０万円と、新たに登記費用の助成として３件で１５万

円を計上しています。 

  定住奨励金は前年度と同額の２２５万円を計上、卒隊する２名の地域おこし協力隊起

業支援補助金として２件、２００万円を計上しております。 

  以上、簡単でございますが、まちづくり課関連の御説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

（まちづくり課長 湯上増巳 降壇） 

○議長（美野勝男）    次に、第７款から第８款について説明を求めます。 

  米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、建設課所管の予算について説明させていただ

きます。 

  予算に関する説明書の７８ページから７９ページにかけて、説明資料は９０ページを

御覧ください。 

  ７款土木費、１項１目土木総務費でございます。 

  本年度予算１,５３０万円を計上しております。前年度より５６万８,０００円の増額
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となっております。 

  主な要因は、１８節負担金、補助及び交付金の柴目及び松ケ峯地区２か所の県営小規

模がけ崩れ対策事業町負担金の計上等に係る増額によるものでございます。 

  ２節から４節で職員１名分の給料や諸手当等を計上しております。 

  １３節使用料及び賃借料で、土木積算システムソフトの使用料など１７２万４,００

０円を計上しております。 

  次に、１８節負担金、補助及び交付金では、各種協議会などの負担金や研修に対する

支出費用、県営小規模がけ崩れ対策事業負担金など２０３万７,０００円を計上してご

ざいます。 

  続きまして、説明書の７９ページから８０ページにかけてをお願いいたします。 

  説明資料は９１ページでございます。 

  ７款土木費、２項１目道路橋りょう維持費でございます。本年度予算１億２,０４６

万９,０００円を計上してございます。町道等施設の維持管理に係る経費でございます。

前年度より５５５万９,０００円の増額となっております。 

  主な要因は、会計年度職員４名の報酬や職員手当等や道路管理に係る橋梁の台帳整備

のための道路台帳更新委託料の計上などであり、１２節委託料として１,３３２万円の

計上は、町道の雑草刈取委託料１３２万円や、道路台帳更新委託料として適正に橋梁の

管理を行うため、橋梁管理に係る台帳整備のための道路台帳システムの更新委託料１,

１００万円などでございます。 

  また、１３節使用料及び賃借料のシステムソフト等使用料ということで、９２万４,

０００円は道路台帳のクラウド化に伴う使用料でございます。 

  なお、１４節工事請負費として、町道補修及び舗装生活関連工事費といたしまして、

昨年度と同額の８,０００万円の計上、次に、１５節材料費といたしまして、道路の維

持補修事業に必要な生コンクリート、アスファルト合材、路面凍結防止剤等の購入費と

して、前年度と同額の４５０万円を計上してございます。 

  次に、説明書の８０ページから８２ページにかけてをお願いいたします。 

  説明資料では９２ページをお願いいたします。 

  ２目道路橋りょう新設改良費でございます。 

  本年度予算１０億３,５８２万３,０００円を計上しております。前年度より５億５,

０４５万８,０００円の増額となっております。 
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  主な要因は、１２節委託料で、町道釜滝柴目線道路改良工事に伴うトンネル掘削に伴

う振動により、発生が予想される近隣の建物や工作物について、事前に調査を行う町道

釜滝柴目線トンネル工事工損事前調査委託料の計上や、１４節工事請負費の町道釜滝柴

目線道路改良工事費として橋梁上部工事、トンネル関連工事や、河川改修工事などの工

事請負費などの増額によるものでございます。 

  ２節から４節で職員４名分の給料や手当等を計上しております。 

  １２節委託料として４,９１５万円を計上しております。 

  橋りょう施設の長寿命化を目的とした橋りょう定期点検業務委託料で１,２０５万円、

橋りょう修繕工事測量設計委託料で２,００５万円、町道釜滝柴目線トンネル工事工損

事前調査委託料で６００万円、ロクロシ谷川改修工事測量設計委託料で４００万円、町

道釜滝柴目線道路改良工事に係る水文観測調査業務委託料として７０５万円を計上して

おります。 

  １３節使用料及び賃借料の借地料１０５万円は、町道釜滝柴目線道路改良工事に係る

借地料でございます。 

  次に、１４節工事請負費として９億５,３７０万円を計上しております。工事箇所や

内容等の違いに伴う増額でございます。 

  継続的に実施している事業といたしましては、町道釜滝柴目線道路改良工事で７億９,

３６５万円、昨年に続いての町道工業団地１号線舗装改良工事で１,７００万円、令和

３年度から進めております町道紀州サン・リゾートライン舗装補修工事で４,０００万

円、八十子橋、蓑原橋、釜滝橋などの橋りょう修繕工事費として１,８０５万円。また、

新たなものとして、坂の谷川改修工事費で３,０００万円、長谷川改修工事費で４,００

０万円、ロクロシ谷川改修工事費で１,５００万円を計上してございます。 

  続きまして、説明書の８３ページ、説明資料は９３ページをお願いいたします。 

  ７款４項公園費、１目公園費でございます。 

  本年度予算１４５万２,０００円を計上しております。これは、くすのき公園の維持

管理に係る経費でございまして、前年度より３０万円の増額となっております。 

  主な要因として、１１節役務費の遊具点検手数料やトイレ等清掃手数料、１２節委託

料の年４回分の雑草刈取委託料の増額によるものでございます。 

  最後に、説明書の８３ページ下段から８４ページ、説明資料は９４ページを御覧くだ

さい。 
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  ７款５項建設残土処理費、１目建設残土処理費です。本年度は４,６０３万３,０００

円を計上して行います。建設残土処分場の運営に係る経費でございます。前年度より３

６７万２,０００円の増額となっております。主な要因は、職員人件費の増額や１２節

委託料の建設残土処理場敷き均し委託料、建設残土処理場管理委託料などに関係する人

件費増に伴う増額等であり、２節から４節で職員１名分の給料や諸手当等を計上してご

ざいます。 

  １０節需用費では、建設残土処分場に係る公用車の消耗品や燃料費、また、施設運営

に係る電気料や修繕料などで２５３万円を計上しております。 

  また、１２節委託料では、水質検査委託料や受け入れた建設残土の敷き均しや転圧、

搬入路の塵埃防止の散水作業費用や搬入車両の重量の計測、伝票等の管理業務費用、２

年に１回のトラックスケール定期点検手数料など３,０９０万１,０００円を計上してお

ります。 

  次に、１４節工事請負費として、処理場内の維持整備費用などに係る経費といたしま

して５００万円を計上してございます。 

  以上、簡単ではございますが、建設課関係の土木費の説明とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    中前企画管財課長。 

（企画管財課長 中前貴康 登壇） 

○企画管財課長（中前貴康）    それでは、私からは７款土木費の企画管財課に関係

する予算について御説明させていただきます。 

  予算に関する説明書の８２ページをお開きください。 

  予算説明資料では９３ページをお開きください。 

  ７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費でございます。 

  本年度１,９３１万２,０００円、前年度比４,０３８万２,０００円の減額となってご

ざいます。 

これにつきましては、令和５年度に実施いたしました下佐々第３団地解体撤去工事関

連事業が終了したことに伴う減額が主な要因となってございます。 

  １０節需用費で修繕料６００万円を計上してございます。 

これにつきましては、町営住宅の建物及び設備の修繕費用として６００万円を計上し
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てございます。 

  続いて、１３節使用料及び賃借料でございますが、町営住宅などの借地料として４１

３万４,０００円を計上してございます。前年度比３８万９,０００円の減額となってご

ざいます。 

これにつきましては、令和５年度に実施しました下佐々第３団地解体撤去工事関連事

業が終了したことに伴い、下佐々第３団地の地権者にお借りしてた土地を返還したこと

に伴う減額が要因となってございます。 

  以上、簡単ではございますが、７款土木費の企画管財課に関係する予算についての御

説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（企画管財課長 中前貴康 降壇） 

○議長（美野勝男）    家本消防長。 

（消防長 家本 宏 登壇） 

○消防長（家本 宏）    それでは、令和６年度予算に関する説明書の８５ページか

ら９０ページまでの８款消防費、１項消防費、１目常備消防費と２目非常備消防費、３

目水防費について、前年度と比較しながら、主立ったもののみ御説明をさせていただき

ます。 

  説明資料は９５ページから１０３ページとなります。 

  それでは、予算に関する説明書８５ページをお開きください。 

  １目常備消防費は、４億６,２５９万１,０００円増額の１２億２,５１５万８,０００

円となります。 

  １節報酬は、消防庁舎建設検討委員会委員の方々の委員報酬とパートタイム会計年度

任用職員１名分の報酬でございます。 

  ２節給料、３節職員手当等は新規採用職員３名を含めた職員４０名分となります。 

  ８節旅費が、５１万６,０００円減額の５９万８,０００円であります。神戸市消防学

校や救急救命九州研修所等での研修予定がございませんので、それに要する旅費が減額

の主な要因となります。 

  次に、１０節需用費が、３２８万３,０００円増額の１,４３１万７,０００円であり

ます。新庁舎に必要な荒物雑貨類１２５万円と新庁舎の２か月分の電気料金８８万円、

それに新庁舎への移転時に必要な消耗品等４０万円が増額の主な要因となります。 

  次に、８６ページを御覧ください。 
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  １２節委託料が３,０７９万円増額の３,８５５万４,０００円となります。 

  現庁舎から新庁舎へ移設が必要な県総合防災情報システムの関連機器等の移設業務委

託料が２,７５６万２,０００円、また消防庁舎新築工事監理業務委託料が３８２万９,

０００円増額の６７５万円となります。 

  ８７ページを御覧ください。 

  １４節工事請負費が、３億１,７０２万円増額の６億９,０１７万８,０００円です。

消防庁舎の令和６年度分の新築工事費３億２,８９５万８,０００円の増額と新たに新消

防庁舎への光ファイバー引込み工事費３８５万円を計上いたしております。 

  一方、昨年度計上いたしました防火水槽設置工事については、令和６年度は予定がご

ざいませんので、その費用１,５７９万８,０００円の減額となります。 

  次に、１７節備品購入費が３,７７２万５,０００円増額の４,３９９万２,０００円と

なります。増額の要因ですが、新消防庁舎に設置する事務用の什器類やカーテン、ブラ

インド等の室内装飾品並びにコンプレッサー等の購入費用となります。 

  １８節負担金、補助及び交付金は、４,６７１万円１,０００円増額の１億４,７０８

万１,０００円です。現状の消防通信指令システムの保守期限が令和６年度末で満了す

ることから、昨年度から新たなシステムに更新しているところですが、そのための負担

金が４,０３７万２,０００円増額の１億２,８３９万５,０００円。また、消防救急無線

デジタル整備推進協議会負担金も、同設備の再整備が必要なことから８８０万２,００

０円増額の１,３６９万円となります。 

  一方、県防災総合情報システムの負担金が４３万９,０００円の減額、さらには令和

６年度は新規救急救命士の養成予定、これがございませんので研修負担金２４３万５,

０００円の減額となります。 

  ８８ページを御覧ください。 

  次に、２目非常備消防費でありますが、８２９万５,０００円増額の７,７２９万９,

０００円です。 

  ７節報償費が、１３９万円増額の２,１５０万２,０００円となります。令和６年度は

消防操法大会が開催されますので、そのための訓練手当７２万円と訓練報償７０万円が

増額の主な要因となります。 

  ８節旅費は、４７万６,０００円の減額です。令和６年度は消防団幹部研修がないた

めでございます。 
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  １０節需用費は、１３９万８,０００円増額の５９１万円です。消防操法大会出場に

伴う訓練用品や消防用ホース等々の購入費用、さらには車検対象車両の増加に伴う修繕

費が増額の主な要因となります。 

  ８９ページを御覧ください。 

  １１節役務費は、２３万４,０００円の増額です。車検対象車両の増加に伴うもので

ございます。 

  １４節工事請負費は、４６万７,０００円の計上です。第１５分団と第１６分団の詰

所付近に新たに砂置場を設置するものでございます。 

  １７節備品購入費は、５２９万２,０００円増額の１,３２５万３,０００円です。消

防操法大会用備品と小型動力ポンプ軽積載車１台を新たに整備するものでございます。 

  ９０ページを御覧ください。 

  ２６節公課費です。１２万５,０００円の増額ですが、車検対象車両の増加に伴うも

のでございます。 

  次に、３目水防費でありますが、６万２,０００円の増額です。 

  耐久性の強い土のうやブルーシートを購入する予定でございます。また、増額の要因

は砂の単価の高騰に伴うものでございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（消防長 家本 宏 降壇） 

○議長（美野勝男）    次に、第９款から最終まで説明を求めます。 

  曲里教育次長。 

（教育次長 曲里充司 登壇） 

○教育次長（曲里充司）    それでは、９款教育費から説明させていただきます。 

  令和６年度予算に関する説明書９０ページからになります。 

  予算説明資料では１０４ページからでございます。 

  予算に関する説明書９０ページから９２ページです。 

  ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で本年度予算額は６,８８３万３,０００

円で、対前年度比３０１万５,０００円の増となっております。職員人件費につきまし

て給料、手当等の異動により３００万４,０００円の増額となっております。 

  続きまして、予算に関する説明書９２ページから９４ページでございます。 

  ３目教育諸費で、本年度予算額が１０億９,４２５万４,０００円で、対前年度比９億



－７９－ 

８,９６８万４,０００円の増となっております。 

センター方式による給食調理場建設により、１０節の需用費、消耗品で食器等の購入

費用で１,２７４万円、１２節の工事監理業務委託料で８１３万３,０００円、１４節の

建築工事費で９億１,０００万円、１７節の施設用備品で２,１６５万６,０００円の予

算を計上いたしております。 

  令和７年４月に開校する紀美野中学校に係る準備費用としまして、校旗の製作費用や、

老朽化した机や椅子の更新費用、紀美野中学校への通学支援のためのスクールバス２台

の購入費用など合わせて３,３６０万円の予算も計上させていただいております。 

  続きまして、９５ページから９７ページになります。 

  ２項小学校費、１目学校管理費で、本年度予算額が１億２,３５２万７,０００円で、

対前年度比７１１万５,０００円の減額となっております。職員人件費につきまして、

給料、手当などの異動により１９４万６,０００円の減額となっております。 

  １４節工事請負費では昨年度、下神野小学校の外手洗い場の設置など環境整備関連の

工事費で１４８万５,０００円を計上していたため減額となっております。 

  続きまして、９７ページから９８ページにかけてです。 

  ２目の教育振興費で、本年度予算額が３,６８５万７,０００円で、対前年度比２,６

８６万２,０００円の増額となっております。 

  １７節備品購入費で、教職員用指導書の購入費用で６６９万６,０００円、個別最適

な学習のためのドリルソフトの購入で２１１万円、児童用に１人１台整備していますｉ

Ｐａｄの更新費用で１,４３８万４,０００円の予算を計上いたしております。 

  続きまして、９８ページから９９ページにかけてでございます。 

  ３項中学校費、１目学校管理費で本年度予算額が１億７,１１５万２,０００円で、対

前年度比６,１２２万２,０００円の増額となっております。 

  １２節委託料で昨年度野上中学校プール解体工事設計監理業務委託料３８１万７,０

００円、給食調理場建築工事設計業務委託料で２,７６２万１,０００円を計上していた

ため減額となりますが、本年度、紀美野中学校改修工事監理業務委託料で３４９万８,

０００円を計上いたしております。 

  １４節工事請負費では、昨年度野上中学校プール解体撤去工事費で５,０３８万円を

計上していたため減額となりますが、今年度は令和７年４月の紀美野中学校開校に向け

た改修工事費で１億３,２７７万円を計上いたしております。 
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  続きまして、１００ページでございます。 

  ２目の教育振興費で、本年度予算額が２,５９０万１,０００円で、対前年度比１,６

７６万８,０００円の増となっております。 

  １７節備品購入費で個別最適な学習のためのドリルソフトの購入で１４０万７,００

０円、生徒用に１人１台整備しているｉＰａｄの更新費用で１,２４９万６,０００円の

予算計上を行っております。 

  続きまして、１００ページから１０２ページにかけてです。 

４項社会教育費、１目社会教育総務費で、本年度予算額は２,１７２万１,０００円で、

対前年度比３５４万３,０００円の減額となっております。職員人件費につきまして、

職員の１名減による４５２万５,０００円の減額となっております。 

  続きまして、１０５ページでございます。 

  ５目の文化財保護費で、本年度予算額は１２３万２,０００円で、対前年度比１０７

万１,０００円の増となっております。 

  １２節委託料で、令和５年度まで県文化遺産課から埋蔵文化財遺跡調査のための専門

職員の派遣を受けておりましたが、令和６年度から県からの派遣がなくなるため、埋蔵

文化財遺跡確認調査・工事立会業務を公益財団法人和歌山県文化財センターへ委託する

ため、埋蔵文化財調査委託料１０１万１,０００円を計上いたしております。 

  続きまして、１０６ページから１０７ページにかけてでございます。 

  ７目星の動物園管理運営費で、本年度予算額は６,０３２万２,０００円で、対前年度

比１０２万５,０００円の増となっております。職員人件費につきまして給料、手当な

どの異動により１００万８,０００円の増額となっております。 

  続きまして、１０７ページから１０９ページにかけてです。 

  ８目文化センター管理運営費で、本年度予算額が３,３１３万９,０００円で、対前年

度比１０５万６,０００円の増となっております。パートタイム会計年度任用職員の報

酬額の改定、勤勉手当の創設により、２０４万４,０００円の増額となっております。 

  続きまして、１１０ページから１１１ページでございます。 

  ５項保健体育費、１目保健体育総務費で、本年度予算額が２,１６６万１,０００円で、

対前年度比１１９万９,０００円の増額となっております。 

  職員人件費につきまして給料、手当などの異動により１１０万５,０００円の増額と

なっております。 
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  続きまして、１１２ページから１１３ページにかけてです。 

  ２目の体育施設管理運営費で、本年度予算額が３億２,７１０万３,０００円で、対前

年度比２億８,１１９万１,０００円の増となっております。 

  スポーツ公園のリニューアルに向け、１２節委託料で工事実施設計業務委託料８,６

００万円、１４節工事請負費でスポーツ公園リニューアル工事費２億１,４００万円を

計上いたしております。 

  続きまして、１１３ページから１１４ページにかけてです。 

  １０款災害復旧費、３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目その他公共施

設・公用施設災害復旧費で、本年度予算額が４,０７８万５,０００円で、対前年度比４,

０７８万５,０００円の皆増となっております。 

  昨年の６月２日の豪雨により、みさと天文台南側の第１駐車場の南西側斜面の土砂崩

れの復旧費用を計上いたしております。 

  以上、簡単ではございますが、教育課の予算の説明とさせていただきます。よろしく

お願いします。 

（教育次長 曲里充司 降壇） 

○議長（美野勝男）    米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、建設課関係の予算について説明させていただ

きます。 

  予算に関する説明書の１１３ページをお願いいたします。 

  説明資料は、１３３ページでございます。 

  １０款災害復旧費、１項１目道路橋りょう災害復旧費でございます。 

  本年度予算９,００２万円を計上しております。前年度より８,９９０万円の増額とな

っております。 

  これにつきましては、昨年６月に流失しました真国宮地区宮前橋の復旧に係る１４節

工事請負費で、町道真国宮津川線宮前橋災害復旧工事費として９,０００万円を計上し

ております。 

  １０節需用費で２万円、１４節工事請負費で９,０００万円の計上です。 

  続きまして、同じページでございます。 

２項農林水産業施設災害復旧費、１目農地農業用施設災害復旧費と、次の２目林業施
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設災害復旧費につきましても、災害に備えての科目設定でございます。それぞれ本年度

予算１２万円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

○議長（美野勝男）    坂総務課長。 

（総務課長 坂 詳吾 登壇） 

○総務課長（坂 詳吾）    それでは、予算に関する説明書の１１４ページをお開き

ください。 

  １１款公債費、１項１目の元金では、前年度と比較して４１６万９,０００円減額の

１０億９,２４３万８,０００円の計上です。 

  ２目の利子では２０３万１,０００円増額の２,５７８万４,０００円を計上してござ

います。 

  続きまして、１２款諸支出金です。 

  １項１目の財政調整基金費は、前年度と比較して１５万８,０００円減額の積立金５

２万３,０００円。 

  ２目の減債基金費は、前年度と同額の積立金１万６,０００円。 

  ３目の土地開発基金費も前年度と同額の積立金２万円。 

  ４目の上芝貞雄文化・教育振興基金費も前年度と同額の積立金１万９,０００円。 

  ５目の合併振興基金費も前年度と同額の積立金３４万６,０００円。 

  １１５ページにわたりまして、６目のふるさとまちづくり応援基金費は２,９９８万

２,０００円増額の積立金１億３万９,０００円。 

  ７目の福祉基金費は、１,０００円減額の積立金３,０００円。 

  ８目の中山間ふるさと・水と土保全対策基金費は、１,０００円減額の積立金６,００

０円。 

  ９目の森林環境譲与税基金費は、６８５万４,０００円増額の積立金３,７０３万６,

０００円。 

  １０目の公共施設等整備基金費は、９万１,０００円減額の積立金３４万６,０００円。 

  １１目の地上デジタル放送中継施設基金費は、本年度新たに積立金２,０００万円を

計上してございます。 
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  最後に、１３款予備費、１項１目の予備費につきましては、前年度と同額の１,００

０万円の計上としてございます。 

  なお、１１６ページから１１９ページにかけましては給与費明細書を、１２０ページ

には、債務負担行為で翌年以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込及

び当該年度以降の支出予定額等に関する調書を、１２１ページには、地方債の前々年度

末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書を

掲載してございますので、御高覧賜りたいと思います。 

  それでは、令和６年度紀美野町予算書の７ページをお開きいただきたいと思います。 

  第２表債務負担行為についてでございます。 

  町道釜滝柴目線道路改良事業で、期間は令和７年度で、限度額は６億２,５４０万円

でございます。 

  次に、町道真国宮津川線宮前橋災害復旧事業で、期間は令和７年度で、限度額は３,

５００万円でございます。 

  次に、スポーツ公園リニューアル事業で、期間は令和７年度から令和９年度までで、

限度額は、令和７年度で４億５,０００万円、令和８年度で４億５,０００万円、令和９

年度で２億円でございます。 

  続きまして、第３表地方債についてでございます。 

  起債の目的欄の辺地対策事業債は限度額を３,２８０万円とし、過疎対策事業債は限

度額を９億３,４３０万円とし、一般単独事業債では限度額を１０億８９０万円に、災

害復旧事業債では限度額を３,９１０万円に、臨時財政対策債では限度額を１,３００万

円に設定するものでございます。 

  起債の方法につきましては、普通貸借または証券発行でございます。 

  利率につきましては３.０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及

び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直

し後の利率）となります。 

  償還の方法は、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、

その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができるとするものでござい

ます。 

  以上で、令和６年度一般会計当初予算の説明とさせていただきます。よろしくお願い
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いたします。 

（総務課長 坂 詳吾君 降壇） 

○議長（美野勝男）    以上で、一般会計の説明が終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午後 ２時５７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１０分） 

◎日程第３２ 議案第３４号 令和６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につい 

              て 

◎日程第３３ 議案第３５号 令和６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

              について 

◎日程第３４ 議案第３６号 令和６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（美野勝男）    日程３２、議案第３４号、令和６年度紀美野町国民健康保険

事業特別会計予算についてから日程３４、議案第３６号、令和６年度紀美野町後期高齢

者医療特別会計予算についてまで、３議案を一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  東浦住民課長。 

（住民課長 東浦功三 登壇） 

○住民課長（東浦功三）    それでは、議案第３４号から３６号までを御説明をさせ

ていただきます。 

  予算書の９ページを御覧ください。 

  議案第３４号、令和６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算。 

  令和６年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億３,９７４万円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 
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  （歳入歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でこれらの経費の各項の間の流用。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書の１２５ページを御覧ください。 

  説明資料のほうは１３５ページからでございます。 

  歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税は、本年度１億９,９２

６万１,０００円。前年度比１,１４９万１,０００円の減額計上で、世帯数及び被保険

者数の減少によるものでございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料は、前年度比５,０００円増の２万円の

計上です。 

  １２６ページにかけて、３款県支出金、１項１目保険給付費等交付金は、本年度９億

１,６９０万１,０００円。前年度比１,１１７万６,０００円の減額計上でございます。

１節普通交付金の減額が主な要因でございます。 

  ２目財政対策補助金４００万円、町単独事業影響分として一般会計から繰り出す分と

同額を財政対策補助金として交付されるものでございます。 

  ４款財産収入、１項１目利子及び配当金は、本年度７万２,０００円、財政調整基金

の預金利子でございます。 

  １２７ページにかけて、５款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、本年度１億１,６

２１万７,０００円、前年度比１０３万１,０００円の減額計上でございます。１節及び

２節の保険基盤安定繰入金の減額が主な要因でございます。 

  ２項１目財政調整基金繰入金は、本年度１１万７,０００円、前年度比９６５万８,０

００円の減額計上でございます。これは、県納付金の一部財源として、当該基金から繰

り入れるもので、減額の主な要因は県納付金の減額によるものでございます。 

  ６款繰越金、１項１目前年度繰越金は、本年度も前年度と同額の１,０００円でござ

います。 

  ７款諸収入、１項１目延滞金については、前年度と同額の１万５,０００円の計上で
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す。 

  ２項雑入、１目第三者納付金は３００万円、これも前年度と同額計上です。 

  ２目返納金も前年度と同額の１,０００円の計上でございます。 

  １２８ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  説明資料のほうは１３８ページからでございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費は国保一般事務に係る職員の人件費、委託料、備品

購入費、負担金等が主な内容です。 

  本年度２,６１６万２,０００円、前年度比１２２万２,０００円の増額計上です。主

な要因は、人勧に伴う２節給料、３節職員手当等、４節共済費の増額及び１７節備品購

入費において、国保データベースシステム端末の更新によるものでございます。 

  １２９ページをお願いいたします。 

  ２項１目賦課徴収費は、主に国保税の賦課及び徴収に係る予算で、本年度２１９万８,

０００円、前年度比１２万円の増額計上です。 

  ３項１目運営協議会費は、本年度６万５,０００円の計上で、前年度比１,０００円の

減額です。 

  次に、２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費は、本年度７億５,４００

万円、前年度比６００万円の減額計上でございます。一般被保険者の疾病・負傷に対す

る保険者負担費用で、令和５年度の実績見込みを基に推計をしております。 

  １３０ページを御覧ください。 

  ２目一般被保険者療養費は、本年度９５０万円、前年度比１００万円の減額計上でご

ざいます。主に一般被保険者の柔道整復、マッサージ、鍼灸等に対する負担費用で、令

和５年度の実績見込みを基に推計をしております。 

  ３目審査支払手数料は本年度２６４万８,０００円で、前年度比１２万５,０００円の

減額計上でございます。 

  ２項１目一般被保険者高額療養費は、限度額を超える一部負担金について、その超え

た分を保険者負担とする費用でございます。本年度１億１,７００万円、前年度比３０

０万円の減額計上で、令和５年度実績を基に推計をしたものでございます。 

  ２目一般被保険者高額介護合算療養費は、令和５年度実績を基に推計し、昨年度と同

額の２５万円を計上しております。 
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  ３項１目一般被保険者移送費は、前年度と同額の１万円を計上です。 

  次に、１３１ページにかけて、４項１目出産育児一時金でございます。前年度と同額

の３００万２,０００円を計上しております。 

  ５項１目葬祭費は、本年度も前年度と同額の７５万円の計上です。 

  ６項１目傷病手当金は、給与収入がある国保被保険者が新型コロナウイルスに感染し、

労務に服することができない場合に支給されるもので、本年度４万８,０００円、前年

度比１６万３,０００円の減額計上でございます。この制度は、令和５年５月７日まで

に新型コロナウイルスに感染した方が対象でございましたが、保険給付は２年間遡るこ

とができるために、計上をしておるところでございます。 

  ３款国民健康保険事業納付金、１項１目一般被保険者医療給付費分は、本年度１億９,

２３１万７,０００円、前年度比２,１４７万円の減額計上でございます。 

  １３２ページにかけて、２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分につきましては、

本年度６，６３０万円の計上で、前年度比１４２万２,０００円の減額計上でございま

す。 

  ３項１目の介護納付金分につきましても、本年度２,０３２万８,０００円の計上で、

前年度比１４５万７,０００円の減額計上でございます。 

  なお、県納付金の総額は２億７,８９４万５,０００円で、前年度比２,４３４万９,０

００円の減額となっています。減額の要因は、被保険者数の減少及び県の決算剰余金が

令和６年度納付金の減算財源として投入されたことによるものでございます。 

  ４款保健事業費、１項１目疾病予防費は、本年度１,３９６万９,０００円の計上で、

前年度比１０２万１,０００円の減額計上でございます。人間ドック委託料が主な予算

で２２５件の受診を見込んでおります。 

  次に、１３３ページにかけて、２項１目特定健康診査等事業費でございます。本年度

１,４７８万８,０００円、前年度比７万２,０００円の減額計上でございます。 

  １３３ページ下段の５款基金積立金、１項１目財政調整基金積立金は、本年度７万２,

０００円、基金利息でございます。 

  １３４ページにかけて、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険

者保険税等還付金及び還付加算金は、前年度と同額の５５万円の計上です。 

  退職被保険者等保険税等還付金及び還付加算金は、項目を廃止するものでございます。 

  ２項１目繰出金は１,４７８万３,０００円の計上で、前年度比８０万９,０００円の



－８８－ 

増額計上でございます。国民健康保険診療所事業特別会計に国保直営診療所運営費とし

て繰り出すもので、令和５年度の特別調整金を基に計上をしております。 

  ７款予備費は、前年度と同額の１００万円でございます。 

  ８款共同事業拠出金は、項目を廃止するものでございます。 

  １３５ページから１３８ページにかけまして、当特別会計に係る職員の給与費明細書

を添付させていただいておりますので、御高覧ください。 

  以上で令和６年度国民健康保険事業特別会計予算の説明といたします。 

  続きまして、議案第３５号について説明をさせていただきます。 

  予算書の１３ページを御覧ください。 

  議案第３５号、令和６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算。 

  令和６年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９,６８４万６,０００円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書の１４１ページを御覧ください。 

  説明資料のほうは１４５ページからでございます。 

  歳入でございます。 

  １款診療収入、１項１目外来収入は本年度３,６０５万４,０００円、前年度比４２万

円の増額計上です。令和５年度の実績見込みにより推計をしております。 

  ２款分担金及び負担金、１項１目診療所費負担金は、診療所送迎タクシー利用負担金

で、本年度１３万２,０００円、前年度比２万４,０００円の増額計上をしております。 

  次に、３款使用料及び手数料、１項１目文書料は前年度と同額の１９万２,０００円

を計上しております。 

  ４款県支出金、１項１目へき地診療所対策費補助金は、本年度１２５万８,０００円、

前年度比９万７,０００円の減額計上です。 

  １節のへき地診療所設備整備事業補助金は６３万２,０００円、前年度比７２万３,０

００円の減額です。これにつきましては、医療機器の整備に係る対象経費の２分の１が
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県から補助されるもので、令和６年度は国吉診療所へのエコーリニアプローブ購入に係

る補助金でございます。 

  ２節のへき地患者輸送車運行補助金は、診療所送迎タクシーの運行に係る補助金とし

て、県へき地患者輸送車運行支援事業を活用するもので、６２万６,０００円を計上し

ております。 

  １４２ページをお願いいたします。 

  ２目和歌山県医師少数区域等勤務医支援事業補助金は、令和４年度に当町の診療所医

師が医師少数区域経験認定医師に厚生労働大臣から認定されたことに伴い、研修受講費

や専門書購入経費について、和歌山県より補助金の交付を受けるもので、１０万５,０

００円を計上しております。この補助金は、歳出の２款医療費、１項５目の研究研修費

に充当いたします。 

  ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金は本年度４,３９９万４,０００円、前年度比２

３７万５,０００円の増額計上です。人件費及び施設整備事業費等に充当するものでご

ざいます。 

  ２目国民健康保険事業特別会計繰入金は、本年度１,４７８万３,０００円、前年度比

８０万９,０００円の増額計上です。へき地診療所運営に係る調整交付金で、令和５年

度の実績値を基に計上をしております。 

  ６款繰越金、１項１目繰越金は、前年度と同額の１０万円。 

  ７款諸収入、１項１目雑入は、２２万８,０００円を計上してございます。 

  続いて歳出でございます。 

  １４３ページを御覧ください。 

  説明資料のほうは１４７ページです。 

  １４５ページにかけて、１款総務費、１項１目一般管理費でございます。 

  この予算は町内４診療所を運営するための人件費や施設維持経費、各種業務委託費、

関連団体負担金が主なものでございます。本年度予算６,６５３万８,０００円、前年度

比４２２万５,０００円の増額計上です。 

  人事院勧告や会計年度任用職員の勤勉手当の支給等による人件費の増、１０節需用費

において、国吉診療所の雨漏り修繕に係る修繕費の増及び国吉並びに長谷毛原診療所の

電子カルテソフトウエアの更新による電算システム更新委託料の増額が主な要因でござ

います。 
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  １４５ページ中段からの２款医業費、１項１目医療用機器費でございます。本年度６

６０万円、前年度比１０万９,０００円の増額です。昨年度と比べて、１７節備品購入

費において７６万７,０００円の減額となりましたが、機器等保守点検委託料で３６万

４,０００円、それから機器等借上料で睡眠時無呼吸症候群治療機器、いわゆるＣＰＡ

Ｐのレンタル料に伴い、１３節使用料及び賃借料で５５万４,０００円の増額となって

おります。 

  ２目医療用消耗品費は、本年度１０４万３,０００円、前年度比２０万円の減額計上

です。実績に応じて計上をしております。 

  ３目医薬品衛生材料費は、本年度１,９３２万円、前年度比６０万円の減額です。令

和５年度の実績見込み値を基に推計をしております。 

  ４目検査費は本年度２１３万円、前年度比１万円の減額です。これについても、令和

５年度の実績見込み値を基に推計をしております。 

  １４６ページにかけて、５目研究研修費は、本年度２１万５,０００円で、前年度比

３,０００円の減額です。主に医師少数区域経験認定医師に認定されている診療所医師

の研修や研究に係る費用で、医学書の購入経費や研修参加負担金、また研修旅費などで

ございます。駐車場使用料を除き、和歌山県の補助対象経費となっております。 

  ３款予備費、１項１目予備費は、本年度も前年度と同額の１００万円の計上です。 

  １４７ページから１５０ページにかけましては、当特別会計に係る職員の給与費明細

書を添付させていただいておりますので、御高覧ください。 

  以上で、令和６年度国民健康保険診療所事業特別会計予算の説明とさせていただきま

す。 

  続きまして、議案第３６号について御説明をさせていただきます。 

  予算書の１７ページを御覧ください。 

  議案第３６号、令和６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算。 

  令和６年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億２,４３６万円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 
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  予算に関する説明書の１５３ページを御覧いただきたいと思います。 

  説明資料のほうも１５３ページからでございます。 

  歳入でございます。 

  １款保険料、１項１目後期高齢者医療保険料は、本年度１億４,０６０万６,０００円、

前年度比１,４６２万３,０００円の増額計上でございます。 

  １節、現年度分において、前年度より１,４６３万８,０００円の増額を見込んでいる

ためでございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料は４,０００円の計上でございます。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、本年度２億６,７１６万７,０００円、前年

度比５０３万８,０００円の増額計上でございます。これにつきましては、保険基盤安

定繰入金及び職員給与費繰入金の増額が主な要因です。 

  ４款繰越金、１項１目繰越金は、前年度繰越金として１８０万円、令和５年度推計で

計上をしております。 

  １５４ページにかけて、５款諸収入、１項１目延滞金、２目過料とも前年度同様１,

０００円ずつの計２,０００円の計上です。 

  ２項１目総務費受託事業収入は、本年度１,４４８万１,０００円、前年度比２９万５,

０００円の増額です。令和３年度から和歌山県後期高齢者医療広域連合より委託されて

実施しております保健事業と介護予防の一体化事業に係る高齢者保健事業受託料でござ

います。 

  ３項１目保険料還付金は、歳出還付した際の広域連合からの還付金として２９万円。 

  ２目の還付加算金は１万円の計上でございます。 

  １５５ページを御覧ください。 

  説明資料も１５５ページからでございます。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費は、本年度１,６４５万５,０００円、前年度比２４

６万６,０００円の増額計上でございます。人勧等に伴う人件費の増額によるものでご

ざいます。 

  １５６ページにかけて、２項１目徴収費は、本年度１２７万２,０００円、前年度比

７万３,０００円の増額計上でございます。 

  続いて、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付
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金でございます。 

  本年度３億８,９５１万３,０００円、前年度比１,７６９万４,０００円の増額計上で

ございます。主に保険料徴収分及び保険基盤安定負担金分の増額によるものでございま

す。 

  １５７ページにかけて、３款保健事業費、１項１目保健事業と介護予防の一体化事業

費は本年度１,５８２万円、前年度比１万４,０００円の増額計上です。 

  ４款諸支出金、１項１目保険料還付金及び還付加算金は、前年度と同額の３０万円の

計上です。 

  １５８ページにかけて、５款予備費、１項１目予備費につきましても、前年度と同額

の１００万円を計上しています。 

  以降、１５９ページから１６２ページにかけまして、当特別会計に係る職員の給与費

明細書を添付させていただいておりますので、御高覧ください。 

  以上で国民健康保険特別会計、国民健康保険診療所事業特別会計並びに後期高齢者医

療特別会計の当初予算についての説明といたします。よろしくお願いいたします。 

（住民課長 東浦功三 降壇） 

◎日程第３５ 議案第３７号 令和６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（美野勝男）    日程３５、議案第３７号、令和６年度紀美野町介護保険事業

特別会計予算について議題とします。 

  説明を求めます。 

  森谷保健福祉課長。 

（保健福祉課長 森谷善彦 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦）    それでは、予算書の２１ページをお願いします。 

  議案第３７号、令和６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算。 

  令和６年度紀美野町の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億８,３０６万３,０００円と

定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  （歳出予算の流用） 
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  第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  第２号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書の１６５ページをお願いします。 

  また、予算説明資料は１５９ページからとなりますので、併せて御覧ください。 

  歳入でございます。なお、説明は項ごとに説明させていただきます。 

  １款介護保険料、１項介護保険料は、第１号被保険者保険料２億７,１０９万８,００

０円の計上です。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は計４,０００円の計上で、証明手数料、督促手

数料でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金は２億９,９０５万７,０００円の計上で、介護給付

費の国負担分です。保険給付費等の減少に伴い、前年度より１,６１１万８,０００円の

減額です。 

  次に、１６６ページにかけての２項国庫補助金は計１億８,９１２万７,０００円の計

上で、前年度より１,２３８万５,０００円の減額です。 

  次に、４款支払基金交付金、１項支払基金交付金は計４億６,２１４万６,０００円の

計上で、介護保険給付費及び地域支援事業に係る第２号の被保険者負担分です。 

  次に、５款県支出金、１項県負担金は２億４,８０４万４,０００円で、介護保険給付

費の県負担分です。 

  ２項県補助金は計７６０万３,０００円の計上で、各地域支援事業に係る県負担分で

す。 

  続いて、１６７ページを御覧ください。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入は、６万６,０００円の計上です。介護給付費準備

基金の利子を計上したものです。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金は、計２億７,６７１万５,０００円の計上です。介

護給付費、各地域支援事業、事務費、低所得者保険料軽減のための町負担分を繰り入れ
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るものでございます。 

  次に、２項基金繰入金は、１,７８９万円の計上です。介護給付費準備基金の繰入れ

により保険料の軽減を図るものでございます。 

  １６８ページにかけての８款繰越金、１項繰越金は、昨年度同額の１,０００円を計

上しております。 

  ９款諸収入、１項延滞金加算及び過料についても、昨年度同額の計１万１,０００円

の計上です。 

  ２項雑入は計１,１３０万１,０００円の計上で、滞納処分費、第三者納付金、返納金、

各介護予防のケアプランの作成報酬によるものでございます。 

  続きまして、歳出でございます。目ごとに説明させていただきます。 

  １６９ページから１７０ページにかけての１款総務費、１項１目一般管理費は３,５

３８万１,０００円で、前年度より２４３万６,０００円の増額です。職員の異動、人事

院勧告に伴う人件費の増額が主な要因でございます。 

  次に、１７０ページの２項１目賦課徴収費は、１２０万８,０００円の計上です。 

  次に、１７１ページにかけての３項１目介護認定審査会費は３０３万７,０００円。 

  ２目認定調査等費は、９０５万２,０００円の計上です。 

  続いて、１７２ページにかけての２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は計１５

億９０１万３,０００円の計上で、対前年度と比較して６,６２４万円の減額となってお

ります。 

  １目の居宅介護サービス給付費では、訪問介護、通所介護の利用が減少しており、減

額理由の主な要因となっております。 

  次に、１７３ページにかけての２項介護予防サービス等諸費は計６,０４９万７,００

０円の計上で、前年度より５４８万８,０００円の減額です。 

  １目の介護予防サービス給付費では、訪問や通所によるリハビリなどの利用者が減少

しており、減額の主な要因となっております。 

  続いて、３項１目審査支払手数料は、１３７万６,０００円。 

  ４項１目、高額介護サービス費は、４,０８１万３,０００円。 

  １７４ページにかけての５項１目高額医療合算介護サービス費は、６２０万円の計上

です。 

  ６項特定入居者介護サービス等費は、計６,５４９万３,０００円の計上です。所得の
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低い方が施設入所する場合、食事や部屋代の負担の軽減を図るものですが、対象者の減

少により、前年度より１,０２１万４,０００円の減額となっております。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費は、計２,１６９万１,

０００円の計上です。 

  １７５ページにかけての２項１目一般介護予防事業費は６４６万８,０００円の計上

で、前年度より３２０万８,０００円の減額です。保健師１名の人件費のほか、いきい

き百歳体操やシニアエクササイズなどを実施するための費用を計上しております。職員

の異動に伴う人件費の減額が減額の主な要因です。 

  次に、１７６ページにかけての３項１目総合相談事業費は、７６７万円の計上です。

社会福祉士の職員１名の人件費が主なもので、包括的な相談窓口として各種サービスに

つないでおります。 

  ２目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は５５６万３,０００円の計上で、

主任ケアマネ資格のある職員を置き、介護支援専門員への支援や関係機関や他職種との

連携を図っております。職員の異動や職員の退職に伴う会計年度任用職員雇用のため、

予算計上を昨年はしておりましたので、前年度と比較して６２９万１,０００円の減額

となっております。 

  次に、１７７ページにかけての３目任意事業は、４３２万円の計上です。おむつなど

の介護用品の支給事業や後見人が必要な方への支援のための予算を計上しております。 

  ４目在宅医療・介護連携推進事業費は２２９万６,０００円の計上で、海南市と共同

で医療法人に委託し、在宅医療・介護を提供するための体制づくりに進めております。 

  次に、１７８ページにかけての５目生活支援体制整備事業費は７２万６,０００円の

計上、６目認知症総合支援事業費は２６万円の計上、７目地域ケア会議推進事業費は３

０万９,０００円の計上です。 

  ４項１目審査支払手数料１２万４,０００円を計上しております。 

  １７９ページにかけての４款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金は６万

６,０００円の計上で、基金利息分の再積み分でございます。 

  ５款諸収入、１項１目保険料等還付金及び還付加算金は５０万円。 

  ６款１項１目予備費は１００万円で、昨年度と同額を計上しております。 

  なお、１８０ページから１８３ページにかけて、給与費明細表をつけておりますので、

御高覧ください。 
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  以上、簡単ですが、議案第３７号の説明とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

（保健福祉課長 森谷善彦 降壇） 

◎日程第３６ 議案第３８号 令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

              予算について 

○議長（美野勝男）    日程第３６、議案第３８号、令和６年度紀美野町のかみふれ

あい公園運営事業特別会計予算について議題とします。 

  説明を求めます。 

  吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    それでは、私のほうからは、令和６年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計予算について説明をさせていただきます。 

  予算書の２５ページをお開きください。 

  議案第３８号、令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算。 

  令和６年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,４４７万５,０００円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  申し訳ございませんが、予算に関する説明書の１８７ページをお開きください。 

  説明資料は１７７ページからとなりますので、併せて御覧ください。 

  なお、説明につきましては、各目単位で説明をさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

  ２、歳入でございます。 

  １款１項１目観光施設等使用料は、オートキャンプ場、パークゴルフ場、バーベキュ

ーサイトなどの使用料で昨年度より１６０万円減額し、２,７４０万円を見込んでござ

います。 

  続きまして、１款１項２目農林業施設使用料の８８万円は、ふれあい館の農林産物等
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の販売コーナー、食堂コーナーの施設のテナント料でございます。 

  次に、２款１項１目一般会計繰入金１,５８９万円を計上してございまして、施設使

用料の減及び人件費の増により昨年度より５４８万９,０００円を増額してございます。 

  続きまして、３款１項１目繰越金、本年度１０万円は、前年度からの繰越金でござい

ます。 

  ４款１項１目施設管理受託事業収入の９万９,０００円は、県と町で共有管理する上

水道の受水槽管理費用に対する県からの受託金でございます。 

  続きまして、４款２項１目雑入の１０万６,０００円は公衆電話、自動販売機設置使

用料及びごみ袋の販売収入でございます。 

  続きまして、１８８ページをお開きください。 

  ３、歳出でございます。 

  １款１項１目一般管理費４,３３３万６,０００円は、ふれあい公園に関する運営管理

全般に関する経費でございます。前年度より２１２万８,０００円の増額となってござ

います。 

  主な理由は人件費でございまして、１節報酬で９９万７,０００円、３節職員手当で

７６万７,０００円、共済費で２５万３,０００円の増額となってございます。 

  続きまして、１８９ページ下段の２款１項１目の元金で１３万８,０００円、２目利

子として１,０００円を計上してございます。これは平成３０年の台風で破損したパー

クゴルフ場の料金所の屋根を改修するために借り入れた地方債の償還金と支払利息でご

ざいます。 

  続きまして、１９０ページの３款１項１目の予備費でございますが、昨年度と同様に

１００万円を計上してございます。 

  次の１９１ページには、ふれあい公園会計の職員の給与費明細書、次の１９２ページ

には地方債の前々年度における現在高並びに前年度末及び当年度末における現在高の見

込に関する調書を添付してございますので、御高覧いただければと思います。 

  以上、簡単ではございますが、令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別

会計予算の説明とさせていただきます。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 

◎日程第３７ 議案第３９号 令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算について 

○議長（美野勝男）    日程３７、議案第３９号、令和６年度紀美野町農業集落排水
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事業会計予算について議題とします。 

  説明を求めます。 

  米田建設課長。 

（建設課長 米田和弘 登壇） 

○建設課長（米田和弘）    それでは、予算書２９ページをお願いいたします。 

  議案第３９号、令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算でございます。 

  農業集落排水事業につきましては、令和５年度まで官庁会計方式により、特別会計で

会計処理を行ってまいりましたが、令和６年度から地方公営企業法の財務規定等を適用

することに伴い、公営企業会計に移行することになっており、昨年度の予算書等から大

きく様式が変わっております。 

  それでは、令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算について御説明させていた

だきます。 

  第１条、令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。当予算の総則を定めたものでございます。 

  第２条は、業務の予定量を定めたもので、接続戸数は２０６戸、年間総排水量は５万

１,０００立方メートル。１日平均排水量は１４０立方メートルを予定してございます。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めたものでございます。なお、営業費用

中、公営企業会計相談及び支援業務に係る委託料１１０万円の財源に充てるため、公営

企業会計適用債１１０万円を借り入れることとしています。 

  収入では、１款農業集落排水事業収益で３,０５５万４,０００円を計上してございま

す。 

  １項営業収益で８４１万円を計上してございます。 

  ２項営業外収益で２,２１４万４,０００円でございます。 

  次に、支出でございます。 

  １款農業集落排水事業費用３,０５５万４,０００円の計上です。 

  １項営業費用２,９１４万９,０００円。 

  ２項営業外費用４４万４,０００円。 

  ３項特別損失として６６万１,０００円。 

  ４項予備費３０万円でございます。 

  ３０ページにかけまして、第４条は資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収
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入につきましては、１款資本的収入は２６７万８,０００円で、１項企業債償還に係る

出資金は２３２万８,０００円と、２項新規加入に係る負担金及び分担金３５万円でご

ざいます。 

  次に、支出につきましては、１款資本的支出は６６８万８,０００円でございます。 

  １項企業債償還金で６６８万８,０００円を計上してございます。なお、資本的収入

が資本的支出額に対し不足する額４０１万円は、当年分の損益勘定留保資金４０１万円

で補塡するものでございます。 

  第４条の２は、特例的収入及び支出を定めたもので、地方公営企業法施行令第４条第

４項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の額

をそれぞれ８０万円及び１,２６７万４,０００円としてございます。 

  次に、第５条は企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定

めたもので、限度額を１１０万円と定めるものでございます。 

  第６条は、一時借入金の限度額を１００万円と定め、第７条では予定支出の各項の経

費の金額の流用について、第８条は議会の議決を経なければ流用できない経費として、

職員給与費７９５万６,０００円とするものでございます。 

  また、第９条は他会計からの補助金としまして、一般会計からの補助金として１,５

８６万６,０００円と定めております。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書１９６ページからを御覧ください。 

  説明資料は１７９ページからとなってございます。 

  令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算実施計画明細書について御説明申し上

げます。 

  主なものを説明させていただきます。 

  収益的収入及び支出の収入でございます。 

  １款農業集落排水事業収益は３,０５５万４,０００円です。 

  内容としまして、１項営業収益の８４１万円は農業集落排水施設の使用料や指定工事

店の登録手数料等を計上しております。 

  ２項営業外収益は２,２１４万４,０００円の計上です。 

  内容といたしましては、２目他会計補助金で、一般会計からの補助金として１,５８

６万６,０００円。 
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  ３目長期前受金戻入で６２７万６,０００円の計上でございます。 

  ４目雑収益１,０００円の計上は延滞金に係るものでございます。 

  １９７ページです。 

  支出でございます。 

  １款農業集落排水事業費用は３,０５５万４,０００円で、内容といたしましては、１

項営業費用は２,９１４万９,０００円で、１目管渠費１０４万８,０００円は農業集落

排水設備の維持管理に関するものとして、管渠施設等の電気料や管理委託料の計上でご

ざいます。 

  ２目処理場費として７７９万８,０００円は農業集落排水処理場の維持管理に関する

ものとして、処理場の電気料などの光熱水費や修繕料、施設管理や水質検査などの委託

料等の計上でございます。 

  次に、１９８ページにわたりまして、３目総係費として１,０６９万３,０００円は、

事業活動全般に要する費用で職員１名分の人件費や料金システム等の保守、公営企業会

計相談及び支援業務などの委託料や、会計システム、料金システムなどの賃借料等でご

ざいます。 

  ４目減価償却費として９６１万円は建物や構築物、機械及び装置の減価償却費を計上

してございます。 

  次に、１款２項営業外費用は４４万４,０００円で、企業債の利息の計上でございま

す。 

  １款３項特別損失で６６万１,０００円は人件費に係る賞与や法定福利費引当金繰入

額などを計上してございます。 

  １款４項は予備費として３０万円を計上させていただいております。 

  次に、１９９ページを御覧ください。 

  資本的収入及び支出について御説明いたします。 

  収入につきましては、１款資本的収入で２６７万８,０００円の計上で、内訳といた

しまして、１款１項１目他会計出資金で、一般会計からの企業債償還に係る２３２万８,

０００円の計上と、２項負担金及び分担金、１目新規加入者負担金３５万円の計上でご

ざいます。 

なお、資本的収入が資本的支出に対し、不足する額４０１万円は、当年分の損益勘定

留保資金４０１万円で補塡するものといたします。 
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  支出につきましては、１款１項１目企業債償還金、１節企業債償還金で６６８万８,

０００円は企業債の元利償還に係るものでございます。 

  ２００ページを御覧ください。 

  農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。 

  業務活動によるキャッシュ・フローでは４２９万５,０００円の収入、投資活動によ

るキャッシュ・フローではゼロ。財務活動によるキャッシュ・フローでは企業債による

収入や企業債の償還による支出で２９１万円の支出。 

  資金期末残高は１３８万５,０００円増額の１,３２５万９,０００円となる予定でご

ざいます。 

  次の２０２ページからは参考資料として、初年度のため、令和６年度の紀美野町農業

集落排水事業予定開始貸借対照表、予定貸借対照表、２０８ページからは職員の給与費

明細書をおつけしてございますので、後ほど御高覧賜りたいと存じます。 

  以上、簡単ではございますが、令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計予算の説明

とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（建設課長 米田和弘 降壇） 

◎日程第３８ 議案第４０号 令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計予算について 

◎日程第３９ 議案第４１号 令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算について 

○議長（美野勝男）    日程第３８、議案第４０号、令和６年度紀美野町東部簡易水

道事業会計予算について及び日程第３９、議案第４１号、令和６年度紀美野町西部簡易

水道事業会計予算について一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    それでは、予算書３３ページをお開きください。 

  議案第４０号、令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計予算について説明させてい

ただきます。 

  東部簡易水道事業は、本年度より公営企業会計予算となっております。前年度との比

較が困難なものもございますが、御了承お願いします。 

  まず、第２条の業務予定量は、全体の給水栓数として２,５９０水栓で、年間給水量

は４４万５,０００立方メートル、１日平均給水量は１,２１９立方メートルを予定して
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おります。 

  本年度の主な事業につきましては、県道岩出野上線老朽管布設替工事で５,１００万

円、昨年に引き続き更新を行うもので、配水用ポリエチレン管１００ミリで、延長５０

０メートル及び７５ミリで１２０メートルを予定しております。この路線については今

年度で完了となります。 

また、神野市場地区においても、老朽化により仕切弁が古くなり、漏水調査や修繕、

更新時において閉まり切らない場合や、さび水の発生の原因となるため、新しく仕切弁

を設置するもので、断水を行わず、水を通したまま設置する仕切弁を５基、６３０万円

で予定しております。 

  次に、第３条収益的収入及び支出でございます。 

  本年度より公営企業会計に移行し、初年度でございますので、企業会計への職員育成

や西部簡水との整合性など全般にわたり指導・サポート等の支援業務を委託するもので、

公営企業会計適用債が充当されますが、本来、３条予算は起債対象外でございます。特

例措置ということで起債の予算化を行わず、条文内に記載することとなってございます。 

  収入では、水道事業収益の総額を２億１,９９０万６,０００円と定め、営業活動に基

づく水道料金８,７９０万円を含む営業収益として８,８０９万３,０００円、営業外収

益として一般会計補助金５,１５９万８,０００円を含む１億３,１８１万３,０００円を

計上しております。 

  次に、支出として、水道事業費用の総額を２億４,４３３万２,０００円と定め、営業

活動に係る営業費用として２億２,７１２万３,０００円、企業債利息等の営業外費用と

して１,１１６万３,０００円、特別損失として５０４万６,０００円、予備費１００万

円を計上してございます。 

  収入に対する支出が上回っている状況ではございますが、企業会計予算となったこと

により、長期前受金や減価償却費など現金が伴わない予算を計上しているためでござい

ます。 

  次に、３４ページ、第４条資本的収入及び支出につきましては、収入の総額を９,０

３７万５,０００円と定め、工事費に対する起債額５,２９０万円、他会計出資金３,７

４７万５,０００円を計上しており、出資金につきましては、支出の建設改良費の起債

対象外の金額及び起債償還金の補塡財源として一般会計から出資金として受け入れるも

のでございます。 
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  東部簡水は西部簡水と異なり、留保資金等の補塡財源がないため、一般会計から繰入

れを出資金として受けるものでございます。 

  次に、特例的収入及び支出でございます。 

  こちらは令和６年４月１日より公営企業会計の適用を受けるため、３月３１日をもっ

て打切り決算を行います。３月末に発生した収入及び支出で出納閉鎖期間中に処理すべ

き予算を特例的収入及び支出として、令和６年度予算の条文に記載することとなってい

るためでございます。 

  次に、第５条の企業債では、第３条に計上した法適用支援業務委託費２６０万円、第

４条の建設改良工事費に係る企業債のうち、公営企業債で２,９６０万円、過疎対策事

業債で２,３３０万円を借入限度額として起債の方法、利率、償還の方法を定めており

ます。 

  第６条は一時借入金の限度額を１億円と定め、第７条では予定支出の各項の経費の金

額の流用、第８条では議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職

員給与費４,５０８万１,０００円と定めるものであります。 

  また、第９条では、一般会計から受ける補助金として、児童手当、企業債利息及び経

常経費に対する補助として５,１５９万８,０００円と定め、第１０条ではたな卸資産の

購入限度額を８２３万５,０００円と定めるものでございます。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書２１６ページをお開きください。 

  説明資料は１８７ページからでございます。 

  令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計予算実施計画明細書について、主なものに

ついて説明させていただきます。 

  １款１項営業収益は８,８０９万３,０００円で、水道料金、新規給水申込者への材料

売却、手数料でございます。 

  ２項営業外収益は１億３,１８１万３,０００円の計上です。 

  ３目他会計補助金は、３条予算に係る経常経費に対する補助金５,１５９万８,０００

円の計上。 

  ４目長期前受金戻入の７,８５２万７,０００円については、現金の収入はございませ

ん。 

  ５目雑収益は、新規加入者の加入金や消火栓設置工事の負担金となっております。 
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  次に支出でございます。 

  １款水道事業費用は２億４,４３３万２,０００円の計上です。 

  １項営業費用は２億２,７１２万３,０００円です。 

  １目原水及び浄水費で２,７６３万７,０００円、原水の取水、浄水施設の維持等に要

する経費、水質検査や修繕費、動力費を計上してございます。 

  ２目配水及び給水費では５,３６３万３,０００円で、人件費や漏水修繕等配水施設の

維持、動力費や漏水調査、検針等の委託料でございます。 

  ４目業務総係費は４,５４８万９,０００円で、人件費、保険や会計・料金システムの

リースや保守などの事務費用でございます。 

１６節委託料につきましては、先ほど申し上げました公営企業会計移行後のアドバイ

ザリ支援業務として２６９万５,０００円、そして毛原簡易水道変更認可業務委託費を

計上してございます。毛原宮にある毛原浄水場におきまして、主水源が貴志川の対岸約

２キロメートル上流の谷川を水源としておりますが、近年の異常気象による洪水、暴風

雪により、度々管路が被災し、復旧に期間を要するなど、維持管理に苦慮している状況

でございます。解決策といたしましては、根本的に水源を変更する以外になく、現在、

浄水場の山手の桶谷から取水を検討し、事前調査を行っているところです。水源変更に

は、和歌山県知事の認可が必要であることから、変更認可業務の委託費を計上させてい

ただき、住民の皆様方が安心して水道を利用できるように整備を進めていきたいと考え

ております。 

  また、２１節貸倒引当金でございます。現在、水道料金の未収金回収強化として、各

戸訪問を行い、悪質な場合や連絡がつかない場合は給水停止を実施しており、毎年少し

ずつではございますが、延滞額は減少傾向にあります。しかしながら、自己破産や本人

死亡、行方不明等で債権回収が困難で、長期間回収できていない債権がございます。債

権の適正管理を行う上で、不納欠損を行わざるを得ない債権につきましては、貸倒引当

金繰入額として計上するものでございます。 

  企業会計では、翌年度で行う不納欠損を前年度で引当金として計上します。また、不

納欠損を行う金額を計上するのではなく、未収金の全体額から一部を準備金として引き

当てておくものでございます。 

  ５目減価償却費は９,８９４万３,０００円の計上です。現金の支出はないものでござ

います。 
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  ６目資産減耗費の固定資産除却費１４０万円につきましては、配水管の更新により、

既設管の除却費を計上してございます。こちらも現金の支出はありません。 

  ２項営業外費用は１,１１６万３,０００円で、企業債の利息、消火栓設置工事、消費

税の納付額となっております。 

  ３項特別損失について説明させていただきます。 

  賞与及び法定福利費の引当金ですが、令和６年６月に支給される賞与及び法定福利費

につきましては、対象が前年度の１２月から５月までを対象としており、１２月から３

月までの４か月分につきましては前年度に発生していると考えます。 

  しかし、前年度は特別会計のため、引当金として計上されていないため、その額を６

年度において特別損失として計上し、支給するものでございます。 

  次に、貸倒引当金ですが、先ほど説明させていただきました不納欠損ですが、令和６

年度から実施してまいりたいと考えております。 

  しかし、前年度では引当金を計上しておりません。このため、特別損失として計上し、

６年度で実施するものでございます。こちらも同様に、不納欠損額を計上するものでは

ございません。 

消費税も同様に、５年度の確定申告による未払額を６年度で特別損失として計上し、

支出するものでございます。 

  次に、２２１ページを御覧ください。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  １款資本的収入は９,０３７万５,０００円です。 

  １項企業債につきましては、２件の建設改良費の起債対象額５,２９０万円を計上し

ております。 

  ２項他会計出資金では、先ほど申し上げましたとおり、建設改良費の起債対象外の費

用及び企業債償還金３,７４７万５,０００円について、一般会計からの出資を受けるも

のでございます。 

  支出につきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、２件の工事で５,７

３０万円、企業債償還金３,３０７万５,０００円を計上しております。 

  ２２２ページはキャッシュ・フローでございます。 

  １年間のお金の流れを示すものでございます。 

業務活動によるキャッシュ・フローは６６７万２,０００円の収入、投資活動による
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キャッシュ・フローは５,１００万３,０００円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは５,９９０万円の収入、資金増減額は１,５５６万９,０００円、資金期首残高は、

５年度打切り決算による繰越金として１,３５０万２,０００円で、資金期末残高は２,

９０７万１,０００円となります。 

  次のページからは参考資料として、財務諸表等を添付させていただいております。初

年度のために、少し説明させていただきます。 

  令和６年度からの企業会計でございますので、令和５年度の損益計算書等、仮決算の

資料はございません。 

  企業会計初年度となりますので、令和６年度予定開始貸借対照表を添付しております。 

東部簡水の資産を洗い出し、現在の価値を算定したものが開始固定資産で１９億８,

３４３万４,０００円。 

現金預金につきましては、令和５年度の打切り決算による繰越金を計上しており、１,

３５０万２,０００円、未収金も同様に打切り決算によるもので、９３８万７,０００円、

貯蔵品については水道メーター等附属品で３０万５,０００円、資産合計は２０億６６

２万８,０００円となります。 

  負債の部です。 

  固定負債は現在の企業債残高４億１,８６８万４,０００円。 

  流動負債は次年度に償還する起債額を計上するものでございますが、開始時点でござ

いますので、本年度に償還する額３,３０７万５,０００円を計上しております。 

  未払金も同様に、打切り決算によるもので８４６万１,０００円。 

  長期前受金は固定資産取得に要した補助金で１３億８,５０８万７,０００円です。 

  資本金は９,５５９万９,０００円。 

  資本剰余金、これにつきましては、補助金や分担金・負担金によって取得した土地な

どの非償却資産の取得額を計上するもので、６,５７２万２,０００円。 

  負債資本合計も資産合計と同じ２０億６６２万８,０００円でございます。 

  次の予定貸借対照表は、開始を基に本年度の予算を執行した場合の年度末の状況を反

映したものとなります。 

  以上、簡単ではございますが、令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計予算の説明

とさせていただきます。よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第４１号、令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算について
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説明させていただきます。 

  予算書３７ページをお開きください。 

  まず、第２条の業務予定量は、全体の給水栓数は２,５２０水栓で、年間給水量は４

８万８,０００立方メートル、１日平均給水量は１,３３７立方メートルを予定しており

ます。 

  本年度の主な事業につきましては、令和６年度事業として、国道３７０号歩道整備に

伴う配水管布設替工事を予定しております。 

  昨年度は、工事の進捗状況により実施できなかった区間でもありますが、配水用ポリ

エチレン管７５ミリ、延長１２０メートルを県の工事の掘削断面内に布設するもので、

３５０万円の事業費です。 

  繰越事業のため、記載はございませんが、下佐々浄水場更新工事も実施していきます。

本年度完成となっております。 

  次に、第３条収益的収入及び支出でございます。 

  水道事業収益の総額を１億４,２９３万１,０００円と定め、営業活動に基づく水道料

金８,８８０万円を含む営業収益として８,９２０万円、営業外収益として企業債利息等

に対する基準繰入額１,１７３万２,０００円、消費税還付金３,７７４万８,０００円を

含む収益として５,３７３万１,０００円を計上しております。 

  次に、水道事業費用の総額を２億１,４３９万７,０００円と定め、営業活動に係る営

業費用として１億８,３８３万７,０００円、企業債利息等の営業外費用として２,３０

１万円、特別損失として１５５万円、予備費６００万円を計上してございます。 

  次に、３８ページにかけまして、第４条資本的収入及び支出につきまして、国道３７

０号歩道整備に係る工事として、建設改良費及び企業債にそれぞれ３５０万円を計上し

てございます。 

  企業債償還金は１,４７０万５,０００円で、資本的収入額が資本的支出額に対する不

足額１,４７０万５,０００円は、第４条括弧書きのとおりでございます。 

  次に、第５条の企業債では、第４条に計上した建設改良費に対する企業債の借入限度

額を３５０万円とし、起債の方法、利率、償還の方法を定めております。 

  第６条は一時借入金の限度額を１億円と定め、第７条では予定支出の各項の経費の金

額の流用、第８条では議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職

員給与費２,４０９万１,０００円と定めるものであります。 
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  また、第９条では、一般会計から受ける補助金として、児童手当及び簡易水道企業債

利息の基準繰入額を１,１７３万２,０００円と定め、第１０条では、たな卸資産の購入

限度額を７４３万６,０００円と定めるものでございます。 

                  令和６年２月２７日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、予算に関する説明書２３８ページをお開きください。 

  説明資料は１９９ページからでございます。 

  令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算実施計画明細書について、主なものに

ついて説明させていただきます。 

  １款１項営業収益は８,９２０万円で、新規給水申込者への材料売却、手数料及び主

として水道料金でございますが、人口減少や水需要の減少により、３６０万円の減収で

ございます。 

  ２項営業外収益は５,３７３万１,０００円で、４,８６１万６,０００円の減額です。

減額の主な理由は、３目他会計補助金で簡易水道事業債の交付税算入分が増加しており

ますが、５目の雑収益、消費税還付金で、昨年度は４年度繰越分及び５年度事業費分を

計上してございましたが、５年度分を６年度に繰り越したため、６年度では５年度分を

再計上したため減少となっております。 

  次に、支出でございます。 

  １款水道事業費用は２億１,４３９万７,０００円。 

  １項営業費用は１億８,３８３万７,０００円。 

１目原水及び浄水費で２,８３１万１,０００円。原水の取水、浄水施設の維持等に要

する経費、水質検査や修繕、動力費を計上してございます。 

  ２目配水及び給水費は３,０１９万３,０００円で、人件費、漏水修繕等配水施設の維

持、動力費や漏水調査、検針等の委託料でございます。 

  ４目業務総係費は２,１７１万２,０００円で、人件費、保険や会計・料金システムの

リースや保守などの事務費用でございます。２０節では、先ほど東部簡水で御説明いた

しました貸倒引当金でございます。西部簡水も同様に、債権回収の強化を図りながら、

債権の適正管理に努めてまいります。 

  ５目減価償却費は１,８１５万５,０００円で、２０９万１,０００円の増額につきま

しては、昨年度において給水車の購入を行ったためでございます。 

  ６目資産減耗費８,５４５万５,０００円につきましては、下佐々浄水場更新工事が繰
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越しとなったことにより、６年度で再度旧施設の除却費を計上したものでございます。 

  ２項営業外費用は２,３０１万円で、８０５万４,０００円の増額は、下佐々浄水場更

新工事による企業債利息の増加でございます。 

  ３項特別損失につきましても、東部簡水と同様でございます。 

  次に、２４２ページを御覧ください。 

  資本的収入及び支出につきましては、国道３７０号歩道整備に係る工事費の起債額３

５０万円を計上しております。 

  支出では、その工事費３５０万円と企業債の償還額１,４７０万５,０００円を計上し

ております。 

  ２４３ページは、キャッシュ・フローでございます。 

  業務活動によるキャッシュ・フローは６８７万１,０００円の収入。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６年度の工事費と５年度の下佐々浄水場更新

工事の繰越分により４億１,１８５万２,０００円の支出。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、投資活動に対する企業債の借入れとして４億

３,８２９万５,０００円の収入です。これにより、資金期末残高は３億８,２４１万３,

０００円となります。 

  次のページからは参考資料として、令和５年度の仮決算及び令和６年度の予定貸借対

照表を添付させていただいております。 

  以上、簡単ではございますが、令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計予算の説明

とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

◎日程第４０ 発委第１号 紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男）    日程第４０、発委第１号、紀美野町議会委員会条例の一部を

改正する条例について議題とします。 

  提案者、議会運営委員会伊都堅仁委員長、説明願います。 

（議会運営委員長 伊都堅仁 登壇） 

○議会運営委員長（伊都堅仁）    それでは、委員会提出議案の１ページを御覧くだ

さい。 

  発委第１号。 

  令和６年２月２７日。 
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  紀美野町議会議長、美野勝男様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、伊都堅仁。 

  紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１０９条第６項及び第７項並びに会議規則

第１４条第３項の規定により提出します。 

  提出理由を申し上げます。 

  本年４月から新たに設置される「子育て推進課」を総務文教委員会の所管として加え

るため、紀美野町議会委員会条例の改正を行うものであります。 

  ２ページを御覧ください。 

  紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町議会委員会条例の一部を次のように改定する。なお、改正部分は、次の表中

下線の部分であります。 

  附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  以上であります。 

（議会運営委員長 伊都堅仁 降壇） 

○議長（美野勝男）    これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    これで、質疑を終わります。 

  これから発委第１号に対し、討論を行います。反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    賛成討論ありませんか。 

  １番、德田拓嗣議員。 

（１番 德田拓嗣 登壇） 

○１番（德田拓嗣）    発委第１号、紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例

について、日本全国、少子高齢化が急速に進む中、これからの時代、こどもたちや未来

の日本や紀美野町を支えることが必然的です。現代社会においての課題である育児放棄

や虐待やヤングケアラー、不登校問題に対して、今まで以上にこどもたちや両親に対し

て悩んでいる方たちへの、自分は１人ではないと、孤立しない課になると確信します。

この子育て推進課によって、これからの紀美野町に移住者が多く来てくれたり、この町

に住みたいと思ってくれる町になるために、ここにおられる議員や職員一丸となってい
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く必要があります。 

  よって、この発委第１号、紀美野町議会委員会条例の一部を改正する条例についての

賛成討論とさせていただきます。 

  以上です。 

（１番 德田拓嗣 降壇） 

○議長（美野勝男）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    これで討論を終わります。 

  これから発委第１号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    異議なしと認めます。 

  したがって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日２８日から３月４日までの６日間、議案精読のため休会し、３月５日午前９時か

ら会議を開きたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男）    異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 散 会 

○議長（美野勝男）    本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時３９分） 


